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平成３１年第１回知内町議会定例会（２日目）

◎ 招集年月日 平成３１年３月１２日（火）

◎ 招集の場所 知内町役場 議場

◎ 開 会 日 時 平成３１年３月１２日（火） 午前９時３０分

◎ 閉 会 日 時 平成３１年３月１２日（火） 午後１時５８分

◎ 出 席 議 員

１番 五 十 嵐 捷 爾 ６番 吉 田 峰 一

２番 成 澤 五 郎 ７番 花 井 泰 子

３番 笠 松 悦 子 ８番 山 田 顕 人

４番 松 井 盛 泰 ９番 谷 口 康 之

５番 木 村 一 １０番 伊 藤 政 博

◎ 会議録署名議員 １番 五 十 嵐 捷 爾 ４番 松 井 盛 泰

◎ 欠 席 議 員 な し

◎ 地方自治法第１２１条第１項の規定により説明のため出席した説明員

町 長 西 山 和 夫

副 町 長 大 野 樹

総 務 企 画 課 長 小 田 島 伸 二

生 活 福 祉 課 長 田 中 志 津 夫

生 活 福 祉 課 主 幹 永 田 吉 雄

税 務 会 計 課 長 佐 藤 辰 治

産 業 振 興 課 長 西 野 俊 一

地域創生推進室長兼 三 原 知 明

ものづくり推進室長

建 設 水 道 課 課 長 佐 藤 和 人

教 育 長 本 間 茂 裕

学 校 教 育 課 長 帰 山 亮 一

社 会 教 育 課 長 松 本 泰 行

知内高等学校事務長 小 嶋 隆

知内高等学校事務主幹 長 谷 川 将 之

学校給食センター長 (帰 山 亮 一)

代 表 監 査 委 員 西 内 貞 治

◎ 本会議に職務のため出席した者の職氏名

議 会 事 務 局 長 森 永 茂

議 事 係 長 筒 井 俊 介
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平成３１年第１回知内町議会定例会議事日程

（第２号） 平成３１年３月１２日（火）午前９時３０分開議

日 程 議 件 番 号 議 件 名

第 １ 会議録署名議員の指名 １番、五十嵐捷爾君 ４番、松井盛泰君

第 ２ 平成３１年度知内町施政方針について（町長）

第 ３ 平成３１年度知内町教育行政執行方針について（教育長）

第 ４ 議案第10号 知内町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について

第 ５ 議案第11号 知内町国営土地改良事業負担金徴収条例について

第 ６ 議案第12号 知内町畑地かんがい施設管理条例について

第 ７ 議案第13号 知内町学校給食センター設置に関する条例の一部を改正する条例につ

いて

第 ８ 議案第14号 平成３１年度知内町一般会計予算について

第 ９ 議案第15号 平成３１年度知内町国民健康保険事業特別会計予算について

第 10 議案第16号 平成３１年度知内町後期高齢者医療特別会計予算について

第 11 議案第17号 平成３１年度知内町介護保険特別会計予算について

第 12 議案第18号 平成３１年度知内町公共下水道事業特別会計予算について

第 13 議案第19号 平成３１年度知内町農業集落排水施設整備事業特別会計予算について

第 14 議案第20号 平成３１年度知内町水道事業会計予算について

議案第１０号から議案第２０号までの１１議案

（一括予算審査特別委員会（付託質疑））

● 開会宣言・開議・議事日程

◎ 議 長（伊藤政博）

おはようございます。平成３１年第１回知内町議会定例会の２日目にお集まりいただき

まして、ご苦労様です。今日もどうぞよろしくお願い致します。

只今の出席議員数は１０人です。定足数に達していますので、会議は成立します。

これから、本日の会議を開きます。

本日の議事日程は、お手元に配付のとおりです。

● 会議録署名議員の指名

◎ 議 長（伊藤政博）

日程第１、『会議録署名議員の指名』を行います。

本日の会議録署名議員は、会議規則第１２７条の規定により、１番、五十嵐捷爾君及び

４番、松井盛泰君を指名します。
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● 平成３１年度知内町施政方針について（町長）

◎ 議 長（伊藤政博）

次に日程第２、『平成３１年度知内町施政方針について』を議題とします。

町長から説明願います。

町長。

◎ 町 長（西山和夫）

おはようございます。平成３１年度施政方針を述べさせていただきます。

はじめに、平成３１年知内町議会の開催にあたり、これからの行政執行について私の所

信の一端を申し述べ、議員の皆様並びに町民の皆様のご理解とご協力をお願い申し上げま

す。

私は、２月３日執行の町長選挙におきまして町民皆様の信託を頂き、知内町長に就任し、

町政を担わせていただくことになりましたが、その責任の重さを痛感し、身の引き締まる

思いであり、これからの４年間、町民皆様からの負託にしっかりとお応えできるよう全力

で邁進していきたいと思っております。

当町の人口減少や少子高齢化の進行は、待ったなしの状況です。人口は、１月末で４，

３９６人、前年同時期より６６人減少し、このまま経過しますとあと数年で４，０００人

を割り込む見込みです。国立社会保障・人口問題研究所の推計では、２０４０年に３，１

７１人、そのうち２０歳～３９歳女性の人口が２０１０年の４３３人から２４５人となり

大きく減少することは少子化がさらに進むものと思われます。少子高齢化は、当町だけの

問題でありません。国全体の課題であり、短期間で改善できるものではないと思いますが、

将来を見据えた取り組みを進めることが必要だと考えております。

これまで、「移住・定住・交流」と町外に目を向けた取り組みが行われて来ましたが、

今住んでいる人たちが、「住んで良かった」「住み続けたい」そして知内を出た子供たちが

「また知内に帰ってきたい」と思えるまちづくりを進めることによって移住・定住にもつ

ながるのではないでしょうか。私は、そのために必要な各施策を推進してまいります。

昨年は、本町の基幹産業である農林水産業の担い手確保のための中核施設であります「し

りうち地域産業担い手センター」が供用開始、江差福祉会の障がい者授産施設「知内ＦＤ

センター」が稼働しました。

また、現在工事中の「知内メガソーラー２０М発電所」、スーパー「コープさっぽろ」、

道の駅に隣接する「パン製造販売施設」、かき小屋知内番屋に隣接する「牡蠣飯弁当工場」

の各施設が供用開始される見込みから就労の中核施設となることを大いに期待するもので

あります。

それでは、私の今後の主要施策の概要を申し述べます。

一つ目は、「子供から高齢者まで誰もが安心して暮らせるまちづくり」を進めます。

育児と子育ての支援については、出会いから結婚・出産・育児という人生のストーリー

を応援します。

初めての出産での不安や母親として子育てをしていく中で、精神的・肉体的に悩みつか

れている保護者の方々に対し、育児経験の豊富なボランティアの皆さんにご協力を頂き親

に寄り添った支援体制システムを整備したいと思います。また、学校給食費及び保育所・

園の給食費無料化を早期に実現するとともに小学校入学時の教材購入費についても支援に

向けて検討を進めます。
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国は、高齢者が可能な限り、住み慣れた地域で自立した日常生活を営むことができるよ

う、医療、介護、介護予防、住まいが確保される体制整備を推進しており、当町に於いて

も安心して暮らせる環境づくりに努めてまいります。特養等高齢者施設の増床については、

各関係機関に対して要望、要請を進めてまいりますが、今年は、社会福祉法人江差福祉会

で整備予定の認知症高齢者グループホーム２ユニット(１８名入所)が平成３２年４月の開

所を予定していることから支援してまいります。

また、老老介護はもちろんのこと、子供が自分の仕事をやめて介護に当たっている人は、

身体的、精神的、経済的に大変な状況です。更に、生活困窮の高齢世帯も多く見受けられ

ますので、救済方法や支援について検討してまいります。

二つ目は、「活力ある産業の推進」に取り組んでまいります。

当町は、第一次産業の町であります。農業では、昨年のニラの生産が１３億６千万円と

過去最高額となり右肩上がりの状況ですが、担い手確保も重要な課題であり外国人技能実

習生の労働力に頼る農家も多くなって来ました。外国人技能実習生が知内の生活に溶け込

むことが出来る環境整備も大切なことだと思います。

漁業では、養殖漁業の中核をなして来ました「ホタテ養殖」がホタテ貝のへい死により

大きな打撃を受けていることから、養殖の新魚種の可能性を調査し、つくり育てる漁業を

発展させたいと思います。

林業では、冬の過酷な労働現場で多くの人が質の良い木材を供給するために働いていま

す。一方で森林所有者の高齢化などによって、管理が行き届いていない森林が増えている

ことも現実でありますので、質の良い木材を供給するための施策を進めてまいります。

年々、減少傾向にある担い手や高齢化に対して生産者自ら工夫と努力をしておりますが、

地域資源を最大限生かすための情報収集を行い強い産業経営体づくりを進めてまいりま

す。

さらに、厳しい経営環境にあります商工・観光業を応援し、町民の皆様の生活利便性の

向上と雇用の確保を図ります。

三つ目は、「安心・安全な暮らしの基盤づくり」に取り組んでまいります。

快適な暮らしの基盤確保のため、「安心・安全」な水道水を安定的に供給出来るように

計画的な施設更新と効率的な水道事業を実施致します。また、町営住宅長寿命化計画の見

直しにより、良好な居住水準及び環境を維持するために計画的な修繕・改善を実施致しま

す。

昨年は、全国的に災害が多く発生し、西日本豪雨､北海道胆振東部地震と甚大な災害が

発生しました。胆振東部地震時に北海道全域で連鎖停電により約２５０万世帯で停電しま

した。町内でも過去に局地的集中豪雨により甚大な災害が発生しております。安全安心な

町づくりのため知内川に防災用カメラの設置や防災資機材の保有、避難施設の確保の検討

を早急に進めてまいります。

四つ目は、「豊かな心をはぐくむ教育」に取り組んでまいります。

教育については、保育所・幼・小・中・高の一貫した教育の中に英語教育を取り入れて

国際社会に通用する人材を是非育てていきたいと思っております。

また、学校教育の教員の負担軽減についても検討を進め、未来のある児童、生徒のため

ＩＣＴを活用した取り組みも加速したいと思っております。

次に、今年建設予定の、「知内幼稚園」の建設でありますが、現施設の老朽化について

は理解していますが、現在２２名の園児に対して、定員７５名、建設費は約５億４千万円

プラス駐車場他外構を含めて約６億円の計画であります。
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私は、少し時間をいただきまして、民間保育所で保育を受けている子供達も同じ知内町

の将来を担う子供でありますので、認定こども園についても担当部署でご苦労されたこと

も聞いておりますが、再度、幼稚園と保育園の園児が一緒に入園出来ないのか協議を優先

したいと考えております。

五つ目は、「町財政の見える化」に取り組んでまいります。

町の財政状況は、公共施設の維持管理費の増加や地方交付税の減収等に伴う財源不足が

続いて、ここ数年基金を繰り入れする厳しい状況となっております。従って、これまで実

施して来ました事業につきましては、正確な情報収集を行い、事業の内容や効果について

町民の目線で事業評価を進めてまいります。

また、スポーツセンターや中央公民館など、町の公共施設の維持や管理、改修などに見

込まれる費用を一目でわかるように整理します。

更に、現在の町の基金(積立金)、起債(借入金)や将来にわたり債務を負担する債務負担

行為についても、町民にわかりやすく整理して町内各地で開催予定の対話集会で、説明す

るとともに町民との意見交換を大事にして、徹底した行財政改革に取り組んでまいります。

以上５つの主要施策を推進してまいりますが、施策の推進に当たっては、職員の協力が

必要であり、町民皆さんから「町の職員が笑顔で迎えてくれる」と言っていただけるよう

になることであります。

私の掲げる「一人一人の気持ちがつながる町政」には、町職員との絆を深めることが不

可欠であります。対話を通じて庁舎内の雰囲気を変えたいと思います。そのことが役場か

らの発信であり町民一人一人の気持ちがつながる町政への近道と考えます。

最後に、３１年度実施の事業を含めた主要施策につきましては、４月開催予定の臨時議

会でご説明をさせていただきたいと思います。

議員の皆様、町民の皆様には何卒ご理解、ご協力を賜りますようよろしくお願い申し上

げまして、私の所信表明といたします。平成３１年３月１１日。知内町長、西山和夫。以

上であります。

◎ 議 長（伊藤政博）

これで、町施政方針は終わりました。

● 平成３１年度知内町教育行政執行方針について（教育長）

◎ 議 長（伊藤政博）

次に日程第３、『平成３１年度知内町教育行政執行方針について』を議題とします。

教育長から説明を願います。

◎ 教 育 長（本間茂裕）

平成３１年度 教育行政執行方針

Ⅰ はじめに

平成３１年知内町議会第１回定例会の開会にあたり、教育行政の執行に関します主要な

方針について申し上げます。

内外の政治経済の大きな変化と度重なる大規模災害に見舞われた平成の時代が終わりを

迎えようとしております。平和で安心、そして豊かな「ふるさと知内町」を次世代に伝え、

進みゆく少子高齢化の中、知内町が創造的で活力ある地域社会として持続・発展していく

ためには、人々が健康に恵まれ、世代を超えてまちづくりに参画する活力と人のつながり
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こそが大切であります。

一方で、これからの社会は、人工知能をはじめ急速な技術革新や国際化の進展等により

大きな変化も予想されております。

教育委員会と致しましては、あらためて「郷土知内の未来を切りひらく人間」の育成を

めざし、地域力と学校力を生かした教育行政を進めてまいります。

Ⅱ 基本的な考え方

こうした認識の下、教育行政の執行に臨む基本的な考え方を申し上げます。

学校教育では、子どもたちが基礎・基本を身につけ、新しい時代に必要な資質・能力を

育む教育活動に取り組みます。そのためには、教職員研修の充実を図り、子どもたちの前

向きで自立的な学習習慣や望ましい生活習慣の定着に向けて、家庭と連携を図りながら地

域と学校の協働活動を推進します。

生涯教育では、潤いのある生活や活力あるまちづくりに向けて、人々が意欲的に学び、

その成果を生かせる身近な学習環境づくりに努めてまいります。

以下、主要な方針について申し上げます。

１ 未来に向けて生きる力の育成について申し上げます。

幼児教育には、今、人生の土台づくりが期待されています。幼稚園では、家庭との連携

のもと、言葉を大切にした豊かな遊びや学校・地域との様々な連携事業により、自立心等

の非認知能力を育み、小学校との円滑な接続を図ります。平成３１年度は幼児教育無償化

を実施するとともに、認定こども園開設に向けて協議・検討を継続してまいります。

子どもたちの学力・体力については、町内全校で成果・課題を確認し、アクティブ・ラ

ーニングの授業づくりや日課を生かした体力づくりに努め、取組・成果の見える化を図る

ことで子どもたちの意欲を育てます。併せて、家庭学習の見届けや徒歩通学の奨励等、家

庭との連携のもと、自立的な学習や運動、読書の習慣化に努めてまいります。児童・生徒

の発達に応じた情報活用能力の育成には、各学校のＩＣＴ教育環境を計画的に整備し、教

職員の研修体制の充実を図ります。

いじめ対応については積極的な認知に努め、未然防止・早期発見・早期対応を図ります。

いじめ防止委員会を軸に、いじめを地域全体の問題として捉え、学校では特別の教科・道

徳の授業を要に、いじめは何があっても許されないという意識を育てます。多様化が進ん

でいる不登校については、スクールカウンセラーを含めた組織的な生徒理解に取り組み、

保護者を支援しながら児童生徒に適時適切な働きかけや支援を行うことに努めてまいりま

す。

特別支援教育については、インクルーシブ教育の理念のもと、一人一人の社会的な自立

を目指し、交流及び共同学習を推進し、園学校・保護者・福祉・教育委員会が連携を図り、

信頼関係のもと適切な支援に努めてまいります。園学校には支援員を配置するほか、教育

委員会には専門職員を配置し、定期的な施設訪問を通じて各園学校との連携を図り、保護

者の教育相談等にも積極的に対応してまいります。

子どもたちの生活習慣・健康問題については、スマホ・ゲーム等の長時間使用による睡

眠不足や視力低下、運動不足による肥満傾向等が懸念されており、ＰＴＡや学校保健会と

連携し、「早寝・早起き・朝ごはん」運動やスマホ・メディアルールの浸透を図ります。

また、がんの罹患率が高まる中、中高生対象の「がん教育」を実施し、生活習慣の改善や

定期検診の必要性について早期啓発に努め、併せて、中学生対象のピロリ菌検査助成事業

を継続致します。

国際化への対応につきましては、幼稚園での「英語あそび」導入や小学校英語教科化に
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向けまして巡回指導教員を配置し指導力の向上を図ります。異文化理解の貴重な体験学習

であるイングリッシュ・キャンプ事業（中学校）、海外研修・短期留学事業（高校）は国

際社会に生きる日本人としての自覚を育む等、大きな学習成果が期待され、今後も本町の

特色ある国際理解教育として充実に努め、併せて英語検定受検の助成事業を継続してまい

ります。

学校給食については、地元産食材を積極的に活用し食育学習を通じて郷土の食文化への

関心を高め、給食調理の基本事項や施設・設備の保全管理を徹底し、保護者と連携したア

レルギー対応等、安心・安全な給食を提供します。また、学校給食費の無償化を実施し、

保護者負担の軽減を図ります。

就学援助については、家庭の経済状況にかかわらず、子どもたちが安心して学習に取り

組めるよう就学援助費の支給を継続するとともに、新入学児童生徒学用品費の入学前支給

を２月中に実施してまいります。

２ 地域と学校の協働活動の推進について申し上げます。

町内６つのコミュニティ・スクール（学校運営協議会）では、地域と学校が子育ての目

標を共有し、共に子どもを育てる「地域とともにある学校づくり」が進められております。

今後は地域学校協働本部を立ち上げ、学習支援や各種体験学習等、より幅広い方々の参画

を得て地域全体で子どもたちの学びや成長を支える体制づくりに取り組んでまいります。

防災教育については、日常の様々な機会において自ら考え、行動する力を養うとともに

市街地区におきましても「１日防災学校」の実施をはじめ、地域と連携した防災教育活動

を実施する等、防災に向き合う姿勢を育んでまいります。併せて各校区の見守り隊や関係

機関と連携し、通学路安全対策をはじめ生活・交通・防災の各領域に亘る安全指導に取組

み、事件・事故・災害から身を守る力を育ててまいります。

担い手教育については、生活科・社会科や総合学習の中で、ふるさとに学び、地域課題

に目を向ける教育活動が行われております。市民教育の充実が言われる中、関連教科の学

習だけでなく、中学生議会や高校生の地域創生学習をはじめ校内外の様々な機会を通じて

地域への愛着と地域課題について自分の考えを深める学習の活動を進めてまいります。

学校における働き方改革については、保護者・地域のご理解を頂きながら、退勤時間や

定時退勤日・学校閉庁日の設定等、勤務時間を意識した働き方の推進や部活動の在り方の

見直しに取り組んでまいります。

３ 選ばれ魅力ある高校づくりの推進について申し上げます。

道内高校の統廃合が進む中、知内高校２間口存続に向けて、選ばれ魅力ある高校づくり

に次の様に取組みます。

教育課程につきましては、豊富な選択科目の設定により生徒の多様な進路ニーズや興味

・関心に応え、実践的指導力を備えたベテラン層教職員を積極的に講師採用し、学校の教

育力アップを図ります。

進路対策については、きめ細やかな個別ガイダンスと情報提供に努め、授業以外の実力

講座や個別指導の他、効率的に独習可能なインターネットによるブロードバンド講習事業

を継続致します。

部活動については、好ましい人間関係の構築や学習意欲の向上等、教育的意義が高いこ

とから、外部指導者の配置をはじめ活動の充実に向けて環境整備に努めてまいります。

寄宿生活については、遠隔地からの入学生徒が年々増加傾向にあり、既存施設の改修や

女子の寄宿環境の整備について、具体的対応策を検討してまいります。

４ 生きがいを感じる生涯学習の推進について申し上げます。
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幼児家庭教育については、未就園児対象の子育てサークル事業を通じて「お母さんを一

人ぼっちにしない」を合言葉に、開催日の拡大や母親向け「学びカフェ」を開催する等、

子育ての悩みを語り合い相談できる環境づくりに努めます。

青少年教育については、コミュニティ・スクールや放課後子供教室事業を通じて交流・

体験活動に取組み、中央公民館では通年に亘り学習室を開放し、学習図書を整備する等、

子どもたちが進んで学習できる環境を提供致します。

成人教育については、地域社会や生活に密着した地域講師による各種公民館講座を開設

し、まちづくりや地域課題について議論を深めるカフェ事業を通じて、年代・職域・地域

の異なる住民同士の交流を図ります。

高齢者教育では、知内みらい大学を中心に、高齢者ＩＣＴ講座をはじめ、楽しみながら

新たな知識や教養を身につけ、同世代や異世代との交流を通じて生きがいや潤いを感じる

ことのできる学習機会を提供してまいります。

５ 心を和ませる芸術・文化の推進について申し上げます。

芸術・文化については、各世代に応じた「町民芸術鑑賞」や「児童・生徒作品移動展」

をはじめ青少年・成人の身近な作品展示を継続し、各文化団体の成果発表の機会である「町

民文化祭」では参加者がより楽しみ、住民がより参加しやすい開催に努めてまいります。

中央公民館図書室では、幼児から高齢者まで気軽に立ち寄れる読書空間を目指しており

ます。本に親しみやすい環境をつくり、利用者の読書意欲にマッチングした選書登録に努

めます。また、読書サークル・ライラックの会や図書ボランティア等の地域の教育力を生

かした読書環境づくりに取り組んでまいります。

郷土資料館では、体験活動から学ぶ「ミュージアム・パル」、わが町にまつわる人文的

テーマについて深掘りする「知内学のすすめ」等、参加者の主体性を生かした学習活動を

企画・運営致します。地域の情報施設として、高齢者と共にある資料館として、それらの

機能を果たすとともに子どもたちの郷土学習を支えてまいります。

また、将来的な施設移転について具体的な検討を進めます。

６ 総合的なスポーツ振興の推進について申し上げます。

平成３１年度は、新たに知内町スポーツ推進計画を施行し、運動・スポーツの総合的な

推進体制づくりに次の様に取り組みます。

幼児期は生涯スポーツの土台づくりとして親子で楽しむ機会を、青少年期には心身の成

長につながる多様な体験を、成人や高齢者には生活習慣病・介護予防のための学習機会を

提供してまいります。その他、障がい者運動指導や競技スポーツ向けのセミナー等、それ

ぞれの目的に応じた事業を展開致します。

それらを支える環境整備として、様々な研修活動を通じてスポーツ関係委員・指導員の

スキルアップを図り、地域住民の運動・スポーツ活動をサポートしてまいります。職員派

遣事業では教育・福祉の垣根を越えて各種講座の拡充を図り、町民皆スポーツを推進致し

ます。併せて、スポーツセンターをはじめ各施設設備の維持管理に努め、安心・安全な環

境づくりに努めてまいります。

スポーツ交流の拡大については、チャレンジデーをはじめ各種イベントの企画・開催を

通じて、まずは地域住民同士の交流を図ります。併せて、渡島西部四町や関係団体が連携

し、道内外から合宿・観光・保養を目的とした訪問者を積極的に受け入れ、地域の活性化

に取り組んでまいります。

Ⅲ むすびに

平成３１年度は、「知内町第２次学校教育中期推進計画」「知内町第７次社会教育中期推



- 9 -

進計画」の策定・実施から４年目を迎えます。総合教育会議を通じて首長との連携を図り、

これまでの３年間の取組を踏まえ、未来の創り手となる人づくりに取り組むとともに、信

頼の原点である法令遵守と服務規律の徹底に努めてまいります。

平成３１年度知内町教育行政執行にあたり、町民の皆様並びに議会議員の皆様のご理解

とご協力を心からお願い申し上げます。平成３１年３月１１日。知内町教育委員会教育長、

本間茂裕。以上でございます。

◎ 議 長（伊藤政博）

これで、教育行政執行方針は終わりました。

● 議案第１０号 知内町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について

◎ 議 長（伊藤政博）

次に日程第４、議案第１０号、『知内町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例

について』から、日程第１４、議案第２０号、『平成３１年度知内町水道事業会計予算に

ついて』の１１議案は、いずれも平成３１年度予算に関する議案であります。

したがって、この１１議案は一括議題としたいと思いますが、ご異議ございませんか。

（「異議なし」の声あり）

異議なしと認めます。したがって、以上の１１議案は、一括議題とすることに決定しま

した。

これから、議題となった議案第１０号から順次、提案理由の説明を求めます。

日程第４、議案第１０号、『知内町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例につ

いて』説明を求めます。

総務企画課長。

◎ 総務企画課長（小田島伸二）

議案第１０号、知内町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例についてでござい

ます。

知内町職員の給与に関する条例の一部を次のように改正するものでございます。

議案です。知内町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例。

知内町職員の給与に関する条例（昭和２６年知内町条例第１号）の一部を次のように改

正するものでございます。

人事院勧告に基づきまして、条例の第１２条は、宿日直手当の規定でございますけれど、

現行の「５，１００円」を２００円引き上げ、「５，３００円」に改めるものでございま

す。

附則としまして、この条例は、交付の日から施行し、平成３１年４月１日から適用する

ものでございます。説明は以上です。

● 議案第１１号 知内町国営土地改良事業負担金等徴収条例について

◎ 議 長（伊藤政博）

次に日程第５、議案第１１号、『知内町国営土地改良事業負担金等徴収条例について』

を説明を求めます。
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副町長。

◎ 副 町 長（大野 樹）

議案第１１号、知内町国営土地改良事業負担金等徴収条例制定の趣旨について、説明致

します。

国営土地改良事業知内地区は、昭和５８年に事業が始まり、本事業工事は平成１０年に

終了し、その後、事業調整を図ってきたところでありますが、この度、法手続きが完了し

たことから、地元負担金の支払いが新年度から始まります。このため、事業のうち、農地

の造成地分は、町が受益者から負担金を徴収することから、土地改良法の規定に基づき、

徴収に必要な事項を定める本条例を制定するものであります。

条例の内容につきましては、産業振興課長より説明をさせていただきます。よろしくお

願い致します。

◎ 議 長（伊藤政博）

産業振興課長。

◎ 産業振興課長（西野俊一）

私の方から、条例の内容についてご説明させていただきます。

議案第１１号の次のページをお開き願います。

この条例は、第１条の趣旨から、第８条の委任までの構成となっております。詳細につ

きましては、予算説明資料見出し５、産業振興課関係の１ページでご説明したいと思いま

すので、予算説明資料見出し５の産業振興課１ページをお開き願いたいと思います。

条例の概要でありますけれども、制定の目的は、今、副町長がご説明したとおりで、国

営土地改良事業、昭和５８年の事業が今年度で終了になりますので、次年度から地元負担

金の支払いが始まります。このため、土地改良法に基づきまして負担金を徴収する条例の

内容となっております。

２の条例の主な内容につきましてですけれども、第１条の趣旨は、土地改良法の規定に

基づくということです。負担金の額及び徴収及び基準、第２条ですけれども、償還元金と

しまして、９，０３６万６，３２０円、これは受益面積と各造成地の反当りの負担金、あ

と個別にやった事業の負担金というふうに形になっています。第３条では、納付義務者と

しまして、耕作者、または、地権者。これは、４２名であります。それから、第４条で特

別徴収金ということで、受益地を転用する場合、負担金相当額ではなく、事業費相当額を

徴収する規定ということで、もし、途中で転用する場合にはですね、負担金をすべて納付

すれば終わるのではなくて、事業費、これは負担金の１割相当ですので、１０割分を国に

納めなければならないという規定です。第５条、徴収の方法等につきましては、一括償還

払、または、規定償還払ということで、一括で払う方もいらっしゃれば、規定償還、１５

年償還の３年据え置きですけれども、据え置きを置かないで、１２年償還という形で受益

者の方から了解得ていますので、１２年間の規定償還の予定です。それから、第６条では、

延滞金及び滞納処分ということで、これにつきましては、町条例の規定に基づきまして適

用するものとなっております。第７条では、負担金の徴収の延期等ですけれども、天災等

によりまして、支払いが困難な場合につきましての規定、減免猶予等を規定しております。

第８条の委任では、規則の委任を規定しております。

最後に附則としまして、この条例は、平成３１年４月１日から施行致します。以上で、

説明を終わります。
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● 議案第１２号 知内町畑地かんがい施設管理条例について

◎ 議 長（伊藤政博）

次に日程第６、議案第１２号、『知内町畑地かんがい施設管理条例について』説明を求

めます。

副町長。

◎ 副 町 長（大野 樹）

議案第１２号、知内町畑地かんがい施設管理条例制定の趣旨について、説明致します。

先ほど議案第１１号で説明しました、国営土地改良事業で整備した、畑地かんがい施設

は、国との協定により、町が管理することになることから管理に必要な事項を定める本条

例を制定するものであります。

条例の内容につきましては、産業振興課長より説明をさせていただきます。よろしくお

願い致します。

◎ 議 長（伊藤政博）

産業振興課長。

◎ 産業振興課長（西野俊一）

私の方から条例の内容について、説明させていただきます。

議案第１２号の次のページをお開き願います。この条例は、第１条の目的から第１１条

の規則への委任までの構成となっております。詳細につきましては、先ほどの予算説明資

料見出し５の産業振興課関係の２ページで説明したいと思いますので、２ページをお開き

願いたいと思います。条例の概要でありますけれども、制定の目的は、副町長が説明した

とおり、土地改良事業で整備しました、畑地かんがい施設の管理が国との協定によりまし

て必要となり、その管理事項を条例により定めるものであります。条例の内容につきまし

てですけれども、第１条、目的は、畑地かんがいに必要な用水を確保及び配水する。第２

条の施設の名称及び給水区域は、施設の名称としましては、揚水機、用水路、ファームポ

ンド、給水栓、給水域は、湯ノ里の一部、森越、中ノ川の一部となっております。第３条

で使用者の資格ですけれども、耕作者であること。第４条の使用の許可申請は、使用許可

及び申請に関することを書いております。第５条では使用の許可ということで、その申請

に対しての許可に関すること。第６条では、使用の遵守事項ということで、使用に関する

遵守事項を書いております。第７条では、使用料。使用料は徴収しないことにしておりま

す。それから、第８条で、使用の中止、先ほどの許可に対する使用の中止届けです。それ

から、第９条では、使用許可の取り消しということで、許可した者の取り消し事項を書い

てあります。第１０条では管理の委託で、管理委託をすることができるということで、こ

の施設につきましては、ご存じの通り、平成１０年に工事完了しておりますので、平成１

０年以降、実際には施設はもう使用しております。そのときには、国の管理だったんです

けれども、この度、事業完了するので、町が管理委託を受けて協定を結んで、町が管理す

ることになります。既に使っている方々で、管理組合はもう組織して頂いておりまして、

実際にはその方々が管理していくことになります。細かい用水の掃除だとか、給水栓の掃

除、点検等を組合でやっていただくことになりますので、それらの規定をこちらの方に書

いております。最後に１１条の規則への委任ということで、規則の委任を規定しておりま

す。

最後になりますけれども、附則としまして、この条例は、平成３１年４月１日から施行

致します。以上で説明を終わります。
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● 議案第１３号 知内町学校給食センター設置に関する条例の一部を改正する条例

について

◎ 議 長（伊藤政博）

次に日程第７、議案第１３号、『知内町学校給食センター設置に関する条例の一部を改

正する条例について』説明を求めます。

学校教育課長。

◎ 学校教育課長（帰山亮一）

議案第１３号、知内町学校給食センター設置に関する条例の一部を改正する条例につい

てです。

知内町学校給食センター設置に関する条例の一部を次のように改正するものでございま

す。

改正の内容につきましては、予算説明資料見出しナンバー７、教育委員会関係の５ペー

ジ、新旧対照表で説明させていただきます。今回の改正につきましては、給食費の無償化

に伴いまして、給食費の扱いを私会計から公会計にすることに伴いまして、関係する条文

を整理するものであります。

第２条では、学校給食センター運営委員会の担う業務から、予算審議、決算認定にかか

る業務を除きまして、学校給食の運営及び給食費の設定変更の審議に限定するものであり

ます。また、運営委員会の条文中、教育委員会の業務が含まれていたことから、この条を

追加、整理させていただきます。また、第５条では、「調理士」の文言につきまして、「調

理員」に訂正するものでございます。

議案に戻って頂きまして、附則と致しまして、この条例は、平成３１年４月１日から施

行するものでございます。以上で説明を終わらせていただきます。よろしくお願い致しま

す。

● 議案第１４号 平成３１年度知内町一般会計予算について

◎ 議 長（伊藤政博）

次に日程第８、議案第１４号、『平成３１年度知内町一般会計予算について』説明を求

めます。

本件は初めに、平成３１年度知内町一般会計予算の編成について、副町長から説明を求

め、その後、歳出から款ごとに順次、担当課長より説明を求めます。

１款議会費、２款総務費、９款消防費、１２款公債費、１３款職員等給与費、１４款予

備費については、総務企画課長。次に３款民生費及び４款衛生費については、生活福祉課

長。次に５款労働費、６款農林水産業費及び７款商工費については、産業振興課長。次に

８款土木費及び１１款災害復旧費については、建設水道課長。次に１０款教育費について

は、学校教育課長。この順で行います。

最初に平成３１年度知内町一般会計予算の編成について、副町長から説明を求めます。

副町長。

◎ 副 町 長（大野 樹）
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議案第１４号、平成３１年度一般会計の編成について、説明を致します。

編成方針の方、よろしいでしょうか。それでは、読み上げて説明致します。

予算編成の基本的な考え方。わが国の経済は、雇用・所得環境の改善が続く中、景気は

緩やかに回復していくことが期待されるものの、先行きについては海外経済の不確実性に

留意する必要があると指摘されているところです。そうした中、平成３１年度の地方財政

計画は、地方が人づくり革命の実現や地方創生の推進、防災・減災対策債等に取り組みつ

つ、安定的に財政運営を行うことができるよう、一般財源総額を確保することを基本とし

ておりますが、地方税については、国税収入とともに増収が見込まれることから、地方交

付税等は０．２兆円増額、臨時財政対策債は０．７兆円減額となっております。

一方、当町の財政は、歳入では地方交付税が減少し、歳出においては社会保障関係経費

や公共施設の維持管理経費の負担が増加を続けています。そうした状況における一般財源

の不足に対応するため、平成２５年度より財政調整基金の繰り入れを行ってきましたが、

財政調整基金の残高は平成３０年度末で約２億円となる見込みであるなど、極めて厳しい

状況となっているところです。

本年度当初予算については、２月に町長選挙が実施されて間もないことから、行政運営

の基本的な経費や継続事業を中心とした骨格予算として編成しました。新規事業をはじめ

とした肉付け予算については、補正予算での計上を予定しております。

平成３１年度予算を編成するにあたり、歳出面では、普通建設事業につきましては、骨

格予算であることから、緊急性の高い事業のみ計上しております。

内容については、国営土地改良事業償還金４億２，８００万円、買い物交流エリア環境

整備工事及び関連工事費８，８００万円のほかは、主に老朽化した公共施設の除却事業と

なっております。

公債費につきましては、前年度当初比１億８００万円減の６億７，２００万円となって

おります。減少の要因としましては、平成１８年度発行の過疎対策事業債、主に小学校建

設事業の元金償還終了によるものです。公債費残高については減少傾向にあり、平成３１

年度末では前年度末１億４００万円減の４０億１千万円となる見込みであります。

なお、一般財源の不足に対応するため、償還財源として減債基金１億４，９００万円の

繰入れを行うこととしております。

歳入面では、町税につきましては、主に償却資産の減価による固定資産税の減が見込ま

れており、町税全体で平成３０年度決算見込１，７００万円の減の７億２，４００万円を

見込んでおります。

地方交付税につきましては、普通交付税について地方財政計画を基本としつつ当町の特

殊事情を勘案し、交付基準額を前年度交付額より５，７００万円減の１６億６，５００万

円と試算しました。主な減少要因につきましては、基準財政需要額に係る事業費補正及び

公債費の減を見込んだことによるものです。また、普通交付税の試算に関連して、臨時財

政対策債を８，８００万円、特別交付税を１億３千万円と試算しております。

基金繰入金につきましては、施設の除却事業に公共施設等整備基金２千万円を充当する

ほか、農林漁業振興基金、教育振興基金等、各種基金の目的に沿った事業へ充当し、さら

に財源不足への対応のため、財政調整基金から５，５００万円を繰り入れすることとして

おります。

以上、平成３１年度予算編成の概要についてご説明しましたが、当初予算規模は前年度

当初比２，５００万円減、括弧しまして、マイナス０．６％の４１億９００万円となって

おります。
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主な事業につきましては、「平成３１年度予定事業調」資料を参考願います。

なお、「予定事業調」資料につきましては、通常は年度間の補正予定の事業も含めてお

りますが、本年度については当初予算計上分のみ記載しております。

補正予定分につきましては、肉付け予算の編成とあわせて別途調製し提出致します。

次に３ページになります。平成３１年度当初予算の概要。総額４１億９００万円（前年

度当初比で２，５００万円減のマイナス０．６％）となっております。

歳入は、（１）町税、総額で７億２，４００万円（前年度当初比４，３００万円増、伸

び率で６．３％）です。町民税につきましては１億９，０００万円、うち個人町民税は１

億５，６００万円、固定資産税は４億８，０００万円。

（２）地方交付税、総額で１７億９，５００万円、うち当初予算同額計上、１７億９，

５００万円（前年度当初比１億１００万円減のマイナス５．４％）となっております。

（３）国庫支出金、総額１億４，５００万円で、（前年当初比７千万円減のマイナス８．

２％）となっております。主な計上額につきましては、障害者介護給付・訓練費等給付費

に負担金が５，４００万円。児童手当負担金３，１００万円、子どものための教育・保育

給付費国庫負担金２，９００万円。

（４）の道支出金、総額２億６００万円で、前年度当初比２，２００万円増の１２％増

となっております。主な計上額は、地域づくり総合交付金（買い物交流エリア環境整備事

業）に４，４００万円、障害者介護給付・訓練費等給付費負担金に２，７００万円、保険

基盤安定制度負担金に、国民健康保険の関係で、１，７００万円です。

（５）繰入金の総額は３億４００万円、（前年度当初比で１億４，８００万円減の伸び

率マイナス３０．４％であります。主な計上額は、財政調整基金繰入金５，５００万円、

減債基金繰入金１億４，９００万円、教育振興基金繰入金４，０００万円です。

（６）町債、総額５億４，０００万円、（前年度当初比で２億３，３００万円増の伸び

率７５．５％です。主な計上額につきましては、臨時財政対策債８，８００万円、国営土

地改良事業償還金（ガイドライン分）が３億９，３００万円、過疎対策事業（ソフト分）

につきましては、４，６００万円です。

３の歳出で（１）人件費につきましては、当初予算計上額が８億１，７００万円、前年

当初比で２００万円増の伸び率０．３％です。

歳出のうち義務的な経費である人件費については、これまで同様適正な定員管理に配慮

し、その増加の抑制に努めることを基本としてまいります。

なお、平成３１年度においては、新規採用４名を予定しており、退職者と新規採用の給

与差により職員給は減となっておりますが、共済負担金の増により人件費総額は増加して

おります。

（２）一般行政経費。一般行政経費は、これまでも経費全般にわたる節減合理化に努力

してまいりました。本年度予算編成にあたっては、義務的経費を除いた予算額について前

年度より大幅に削減する目標を掲げ、個別の経費についてさらなる効率化、節減の余地が

ないかを点検してまいりました。

しかし、物件費については、経済情勢の変化に伴う物価上昇、情報セキュリティ対策経

費の増、消費税率の引き上げにより増加傾向が定着しています。また、維持補修費につい

ても、公共施設の老朽化や施設数の増により年々増加しています。今後はさらに公共施設

やインフラの更新が多大な財政負担となることが予想されることから、知内町人口ビジョ

ンを踏まえて、各公共施設の将来的な需要を的確に見極め、新たな時代を見据えた公共施

設等のあり方を検討してまいります。
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一部事務組合負担金を除いた補助費については、各種補助金等の必要性や公益性、投資

効果を日常的に点検し、より効果的な執行に努めてまいります。

（ア）物件費、当初予算計上額は７億３，３００万円。（前年当初比で３，２００万円

の減で、マイナス４．２％です。）

（イ）の維持補修費、当初予算計上額が１億１，４００万円。（前年当初比で３，４０

０万円増の４３．４％のプラスとなっております。）

（ウ）扶助費につきましては、当初予算計上額が２億７，６００万円。前年度当初比１

千万円増の３．８％となっております。

（エ）補助費については、当初予算計上額６億２，１００万円。（前年度当初比７億１，

６００万円減の伸率マイナス１３．２％です。）

以下、款別予算計上の主な内容は、次のとおりであります。

２款総務費、総額３億４，８００万円、前年度当初比６，７００万円の増。伸率２４．

１％で、主な計上事業費等につきましては、買い物交流エリア環境整備事業に５，８００

万円、ふるさと納税推進事業につきましては、３千万円。買い物利便性向上対策事業に１，

８００万円、事務用パソコン更新事業に１，４００万円、空家等対策推進事業に９００万。

３款民生費、総額５億５，２００万円。前年当初比６００万円増で、０．２％の増です。

主な計上事業費等につきましては、障害者介護給付・訓練給付事業に１億８００万円、保

育園委託事業に７，６００万円、児童手当交付事業に４，５００万円、子ども医療費助成

事業に１，７００万円、保育園給食費支援事業に２００万円。

４款衛生費は、総額２億１，６００万円。前年当初比２００万円増の０．７％の増であ

ります。主な計上事業費につきましては、清掃費、一部事務組合負担金及び塵芥収集委託

ということで、１億４，４００万円、予防接種事業に１，４００万円、がん検診事業に１

千万円であります。

５款労働費、総額に２００万円。前年度当初と同額であります。主な事業につきまして

は、知内町新規高卒者等雇用奨励助成１５０万円。

６款農林水産業費に、総額５億６，９００万円、（前年度当初比で１億５，９００万円

増の伸率３８．８％です。）主な計上事業費につきましては、国営土地改良事業地元負担

金償還事業に４億２，８００万円、町有林整備事業に３，４００万円、知内ダム管理費２，

１００万円、ニラ共同調整包装施設利用助成事業に１，９００万円、多面的機能支払交付

金事業１，６００万円。

７款商工費は、総額７，７００万円。（前年当初比で５００万円増で、伸率は７．５％

です）主な計上事業費等につきましては、こもれび温泉管理運営業務委託に２，３００万

円、しりうち観光推進機構運営助成事業に１，１００万円、地域おこし協力隊事業に３０

０万円であります。

８款土木費、総額に４億１，９００万円で、（前年度当初比７，１００万円増の伸率２

９．５％であります。）主な計上事業費等につきましては、下水道事業特別会計繰出金が

１億１，７００万円、町道等除排雪関係経費に５，２００万円、町道きらく８号線改良舗

装に２，２００万円、公営住宅共用部ＬＥＤ化事業に７００万円、浄化槽設置整備事業に

７００万円。

９款消防費、総額２億１，９００万円。（前年度当初比で５，５００万円減の伸率マイ

ナス２０．１％であります。）主な計上事業につきましては、渡島西部広域事務組合負担

金のうち負担金で２億１，６００万円、うち消火栓の更新工事に５００万円であります。

１０款の教育費、総額に３億８，９００万円。（前年度当初比で５，８００万円減の伸



- 16 -

率１３．１％のマイナスであります。）主な計上事業費につきましては、学校給食支援事

業に１，９００万円、知内高校バス通学生徒交通費助成事業に１，５００万円、特別支援

教育支援事業に１，２００万円、文化スポーツ振興助成事業に１千万円、スポーツセンタ

ー駐車場整備工事に５００万円。

１２款公債費に、総額６億７，２００万円。（前年度当初比１億８００万円減の伸率マ

イナス１３．８％であります。）

１３款職員等給与費に、総額７億８，９００万円。（前年度当初比で１，６００万円減

のマイナス２．０％となっております。以上でございます。よろしくお願い致します。

◎ 議 長（伊藤政博）

ここで、暫時、休憩致します。

再開は、午前１０時５０分とします。

（ 休憩 午前１０時３０分 ）

（ 再開 午後１０時５０分 ）

◎ 議 長（伊藤政博）

休憩を取り消し、会議を再開します。

予算編成の考え方について、副町長の説明が終わりました。

次に総務企画課長より説明を求めます。

総務企画課長。

◎ 総務企画課長（小田島伸二）

議案第１４号、平成３１年度知内町一般会計予算についてでございます。

平成３１年度知内町一般会計予算は、次に定めるところによります。

第１条、歳入歳出予算でございます。歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ４１億

９２５万１千円と定めます。

２と致しまして、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳

入歳出予算」によります。

第２条は、債務負担行為です。地方自治法第２１４条の規定により債務を負担する行為

をすることができる事項、期間、限度額は、「第２表 債務負担行為」によります。

第３条、地方債でございます。地方自治法第２３０条第１項の規定により起こすことが

できる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第３表 地

方債」によります。

第４条、一時借入金です。地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の

借入れの最高額は、５億円と定めるものでございます。

例により、歳出からご説明を致します。

９６ページです。１款１項１目議会費に４，３２４万３千円の計上です。対前年８０万

７千円増の主な要因は、議員報酬の改定に伴う増１０６万８千円及び議員期末手当の改定

に伴う増、４．４から４．４５への引き上げに伴いまして、５５万６千円が増となってお

ります。なお、９節旅費が１１３万９千円の減となっており、差し引きの８０万７千円の

増となってございます。

９７ページです。２款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費に５，６８３万９千円

の計上です。対前年５１８万円増の主な要因は、１３節委託料で、財務会計システムの改

定によるもの、これは元号の改正に伴うものでございます。委託料として、３０２万４千

円の増となってございます。更に１９節負担金補助及び交付金で、社会保障税番号制度自

治体中間サーバーの利用負担金２０９万５千円の増です。サーバーの改修に伴いまして、
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旧システムと新システムが並行して運用されることによる増ですが、この費用に対しては、

国庫補助金１６１万６千円が充当されてございます。

次に９９ページです。２款１項２目会計管理費に６０万４千円の計上です。前年と大き

く変わるものではありません。

１００ページ、２款１項３目財産管理費に４，５０９万２千円の計上です。対前年２，

２８４万９千円の減の主な要因は、１３節委託料のＰＣＢ廃棄物処理業務委託料１，５４

２万３千円減及び１５節工事請負費で、庁舎男子トイレ改修工事を計上してございました

ので、その分、５４０万円減に伴うものであります。

次に１０２ページです。２款１項４目財政調整基金費に６５５万６千円の計上でござい

ます。減債基金積立金から公共施設等整備基金積立金までの積立金利子等を計上してござ

います。また、平成３０年度決算見込みにより、歳入１８款の前年度繰越金を１千万円と

見込んでございまして、地方財政法の規定により、２分１の５００万円の積立を計上して

ございます。

１０３ページです。２款１項５目公平委員会費１万円、同額計上でございます。

１０４ページ、２款１項６目企画総務費に１，４０５万９千円の計上でございます。対

前年８３９万２千円の増となってございます。主な要因は、１９節負担金補助及び交付金

で、バス車両更新助成負担金８３９万６千円が増となってございます。詳細につきまして

は、予算説明資料見出し１の総務企画課関係７ページに記載してございます。

１０５ページです。２款１項７目広報費に２９５万５千円の計上で、対前年２２０万２

千円減となってございます。１８節備品購入費で、広報用公用車の減によるものでござい

ます。

１０６ページ、２款１項８目交通安全対策費に４６９万２千円の計上でございます。対

前年３８万３千円の増は、交通安全車の車検整備費の増でございます。

１０７ページ、２款１項９目環境対策費に３９０万１千円の計上です。前年と大きく変

わるものではございません。

１０８ページ、２款１項１０目地域会館管理費に９７７万８千円の計上で、対前年比３

９６万３千円の減でございます。前年、上雷生活改善センター駐車場舗装工事に１７０万

円及び備品購入費９７万５千円の減によるものです。現在、各町内会から頂いている要望

を精査しておりまして、今後の議会で追加補正を予定してございます。

１０９ページです。２款１項１１目自治振興費に１億３，０３２万３千円の計上で、７，

７３７万５千円の増となってございます。１５節工事請負費で、買い物交流エリア環境整

備工事費として５，７４０万円の計上及び１９節負担金補助及び交付金で、買い物利便性

向上対策事業交付金として１，８００万円の計上によるものでございます。なお、内容は

予算説明資料見出し２、地域創生推進室の１ページから３ページ目をご参照ください。な

お、買い物交流エリア環境整備工事には、北海道の地域づくり総合交付金を２，８８０万

円及び買い物利便性向上対策事業交付金１，８００万円には、過疎ソフトをそれぞれ充当

を予定してございます。

なお、１１０ページ、１９節負担金補助及び交付金の知内町空家等除却支援事業補助金

６００万円の計上ですけれども、昨日のご議論で制度の周知が不足しているのではないか

というご指摘を頂いてございます。現在、税務会計課と調整を致しまして、５月に固定資

産税の納付書が発送されますので、その中に制度周知のパンフを同封致しまして、土地家

屋の所有者の方々に制度を周知しようということで、調整をしてございます。

１１１ページです。２款１項１２目職員厚生管理費に２６５万７千円の計上で、３９万
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８千円の減です。産業医の昨年度の決算見込みに基づきまして計上してございます。

１１２ページ、２款１項１３目マイクロバス運営費に２３３万２千円の計上で、２８万

円の減でございます。内容は大きく変わるものではございません。

１１３ページ、２款１項１４目諸費に２００万円の計上で、対前年１５０万円増となっ

てございます。還付金が増加傾向にありまして、ここ数年、途中の補正をしてございます。

前年度の実績見込みにより増額してございます。

１１４ページ、２款１項１５目地域創生推進費に１３８万６千円の計上で、２，３８５

万１千円の減となってございます。現在、まち・ひと・しごと創生総合戦略に基づく、定

住・移住に関するプラットホーム事業などの内容精査中でございまして、今後、追加補正

を予定してございます。

１１５ページ、２款２項徴税費、１目税務総務費に９３万８千円の計上です。若干の増

となってございますけれども、内容に大きな変更はございません。

１１６ページ、２款２項２目賦課徴収費に３，４４６万４千円の計上で、２，１１８万

３千円の増となってございます。増の主な要因は、１３節委託料の総合行政システム改修

費２，１９８万６千円の増によるものでございます。

１１７ページ、２款３項１目戸籍住民登録費に１，２８３万１千円の計上で、１１５万

２千円の増でございます。要因は１３節委託料で、前年度計上の住基ネットシステム共同

利用機器更新委託２９３万８千円の減と今回、計上の総合システム改修費３９０万５千円

の差し引きによるものでございます。

１１８ページです。２款４項選挙費、１目選挙管理委員会費に２６３万４千円の計上で、

１４６万５千円の増でございます。１３節委託料の総合行政システム改修費１４８万５千

円の増によるものでございます。

１１９ページ、２款４項２目北海道知事選挙及び北海道議会議員選挙費に３９２万５千

円の計上です。４月７日執行予定の選挙費を計上してございます。

１２０ページ、２款４項３目参議院議員通常選挙費６７２万９千円の計上。皆増でござ

います。本年７月に予定されている選挙費です。

１２１ページ、２款４項４目知内町長選挙費です。昨年計上分の減でございます。

１２２ページ、２款５項統計調査費、１目人口農林商工教育統計調査費に１６６万１千

円の計上で、６６万５千円の増でございます。本年度、農林業センサスの分が増加となっ

てございます。

１２３ページ、２款６項１目監査委員費に１１９万４千円の計上でございます。大きく

変わるものではございません。

次に９款消防費、１７６ページをご説明致します。９款１項１目消防費に２億１，５６

２万５千円の計上で、６８７万７千円の増となってございます。渡島西部広域事務組合知

内消防署費の人件費の分８２５万８千円が増となってございます。

次に１７７ページ、９款１項２目災害対策費に５１３万６千円の計上で、対前年５４６

万８千円の減となってございます。１３節委託料で、昨年計上してございましたＪアラー

ト機器更新委託料４７０万３千円の減によるものでございます。

引き続き、公債費をご説明致します。２０８ページです。１２款１項公債費、１目元金

に６億４，４１３万６千円の計上で、対前年９，９７６万２千円の減となってございます。

主な要因は、予算編成の基本的な考え方で副町長からご説明を致しました、平成１８年度

に発行した知内小学校建設事業に関わる過疎対策事業債の償還完了による減でございま

す。
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２０９ページです。１２款１項２目利子に２，７８８万７千円の計上で、７８９万８千

円の減となってございます。同じく起債償還完了に伴う減でございます。

２１０ページ、１３款１項１目職員等給与費に７億８，７８５万６千円の計上で、対前

年１，５９９万２千円の減となってございます。平成３０年度末に３名の定年退職に伴い

まして、同数３名の新採用を予定してございますけれども、その給与差により減となって

ございます。なお、予算書の２１３ページから２１８ページに人件費の内容や増減の内訳

を記載しておりますので、ご参照ください。

２１２ページ、１４款１項１目予備費に３００万円、前年同額の計上でございます。総

務企画課関係は以上でございます。

◎ 議 長（伊藤政博）

続いて、生活福祉課長。

◎ 生活福祉課長（田中志津夫）

それでは、生活福祉課関係の説明を致します。１２４ページをお開きください。３款民

生費、１項社会福祉費、１目社会福祉総務費に４，２１０万６千円の計上。前年度対比７

３２万１千円の減で、主な要因は、２８節操出金で国民健康保険特別会計への繰出金が７

３０万４千円減額したことによるものです。

次に１２５ページ、２目国民年金費に５万６千円の計上。前年度対比２４万２千円の減

で、主な要因は、平成３０年度実施の年金生活者支援給付金システム改修事業が完了した

ことによるものでございます。

１２６ページ、３目老人福祉費に１億１，１２９万６千円の計上。前年度対比２２１万

３千円の減で、主な要因は、湯ノ里地区ゲートボール場整備工事が完了したことに伴い、

５２０万円の減となりますが、後期高齢者医療特別会計への繰出金及び北海道後期高齢者

医療広域連合負担金の増との差額によるものでございます。

１２８ページ、４目心身障害者特別対策費及び母子等福祉費に１億４，４２２万１千円

の計上。前年度対比１，１０５万３千円の増で、主な要因は、２０節扶助費で障害者介護

給付費訓練等給付費及び自立支援医療費で、対象者の増及び給付単価の増によるものでご

ざいます。

次に１３０ページ、５目介護保険費に９，５１６万６千円の計上。前年度対比７０万６

千円の増額で、主な要因は、２８節繰出金で、介護保険特別会計への繰出金の増によるも

のでございます。

次に１３１ページ、２項児童福祉費、１目児童福祉総務費に２，１２６万６千円の計上。

前年度対比２３６万６千円の減で、主な要因は、２０節扶助費で子ども医療費分が平成３

０年度の実績見込みにより減となるものでございます。

次に１３２ページ、２目児童措置費に１億３，０７４万５千円の計上。前年度対比６２

１万２千円の増で、主な要因は、１３節委託料で保育園の委託料の分として、保育単価等

の増により、６５１万７千円の増、児童手当の総合行政システム改修委託で、６２万７千

円の増。また、１９節負担金補助及び交付金で、学校給食の無償化に伴い、保育園等の給

食にかかる費用の補助金として、２２９万１千円の増。２０節扶助費では、児童手当対象

者の減により３５４万円の減となり、これらの差額によるものでございます。なお、保育

園の給食費にかかる助成の概要につきましては、予算説明資料見出しナンバー４、７ペー

ジでご説明致しますので、お開きください。保育園給食費支援助成についてご説明致しま

す。保育園の給食費助成につきましては、目的と致しまして、記載の通り、学校給食の無

償化に伴い、保育園、保育所に通園、通所する園児にかかる給食費を助成することにより、
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保護者の経済的負担を軽減することを目的としております。保育園の園児にかかる給食費

については、内閣総理大臣が定める基準により算出した額、公定価格といいますけれども、

それにより保護者が支払う保育料に含まれているとされています。町が保育園に支払って

いる委託料の財源は、保護者が支払う保育料と保育園に支払う保育料から、保護者が支払

う保育料を差し引いた金額をそれぞれ国、道、町が負担しており、実質保育料を支払って

いる保護者の方々が給食費を支払っているという形になってございます。このことから、

町では保護者が支払う保育料から給食費分を差し引いた金額を保育料として徴収し、保護

者の負担軽減につなげたいと考えてございます。なお、給食費につきましては、０歳から

２歳までは主食の分と副食の分が含まれておりまして、３歳から５歳までの分につきまし

ては、副食分のみであり、保護者が支払う保育料の軽減額は、０歳から２歳児につきまし

ては、主食分、月額３千円、副食分、月額４，５００円で、月額差異で７，５００円の軽

減となります。また、３歳・５歳につきましては、副食分の月額４，０００円が最大の軽

減となり、これらの保育料軽減により町の負担額は、平成３０年実績ベースで約２１６万

円負担となります。また、３歳から５歳の主食のご飯につきましては、従来から保護者が

園児に持たせている状況にありますので、３歳から５歳までの主食のご飯及びパンにつき

ましては、園で用意して頂きまして、かかる経費につきまして町が園に対して、園児１人

当たりの単価を求め、園児が食した実数分を補助するという形になってございます。これ

らにかかる費用は、約２２９万１千円となりまして、給食費無償化に伴い保育園の関係分

では、町の負担が約４４５万１千円となってございます。

議案に戻りまして、１３４ページになります。３項１目災害救助費に３０万円の計上。

前年度対比、同額となっております。

次に１３５ページ、４款衛生費、１項保健衛生費、１目保健衛生総務費に２６６万５千

円の計上。前年度対比１７万７千円の増で、主な要因は、１９節負担金補助及び交付金で、

道南ドクターヘリ運航経費負担金の増によるものでございます。

次に１３６ページ、２目予防費に３，４２６万２千円の計上。前年度対比５４万５千円

の減となっておりますが、事業の中身につきましては、前年度と大きく変わるものではご

ざいません。

次に１３８ページ、３目環境衛生費に７１２万７千円の計上。前年度対比７７万５千円

の増で、主な要因は、１９節負担金補助及び交付金で、木古内火葬場利用負担金の増によ

るものでございます。

次に１３９ページ、４目診療所費に１，３２８万円の計上。前年度対比１６３万８千円

の減で、主な要因は、１１節需用費で湯ノ里診療所の薬品購入費で、平成３０年度の実績

見込みにより減とするものでございます。

次に１４０ページ、５目保健医療総合センター管理費に１，２５２万円の計上。前年度

対比５６万６千円の減で、主な要因は、１４節使用料及び賃借料で、整形レセプト管理用

パソコンのリース料の減によるものでございます。

次に１４１ページ、２項１目清掃費に１億４，４３４万７千円の計上。前年度対比４０

２万８千円の増で、主な要因は、１９節負担金補助及び交付金で渡島西部広域事務組合の

負担金では１２５万２千円の減となりますが、渡島廃棄物処理広域連合負担金では、平成

３１年度からクリーンおしま基幹的整備改良工事が着手されることから４１１万１千円の

増となり、これらの差額によるものでございます。以上で生活福祉課関係の説明を終わら

せていただきます。

◎ 議 長（伊藤政博）
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続いて、産業振興課長。

◎ 産業振興課長（西野俊一）

産業振興課関係の予算について、ご説明致します。

１４３ページをお開きください。５款１項１目労働費に１７１万８千円を計上。前年度

と同額で、内容は大きく変わっておりません。

次に１４４ページ、６款農林水産業費、１項農業費、１目農業委員会費に４５７万円を

計上。前年度対比７９万４千円の減で、主な要因は、９節旅費で研修旅費の減と１３節委

託料で、農地台帳システム改修委託料がなくなったことによるものであります。

次に１４５ページ、２目農業総務費に４５万５千円を計上。前年度対比１１万円の減で、

主な要因は、１９節負担金補助及び交付金で北海道土地改良事業団体連合会負担金の事業

日割りが減少したことによるものです。

次に１４６ページ、３目農業振興費に４億７，６２３万５千円を計上。前年度対比４億

２，３７９万８千円の増で、主な要因は１３節委託料で、昨年度計上していました新規作

物導入実証試験委託料がなくなったことと、２３節償還金利子及び割引料で、国営土地改

良事業の償還金が新たに生じることによるものです。

次に１４８ページ、４目農地費に２６４万２千円を計上。前年度対比２，９８８万９千

円の減で、主な要因は、１５節工事請負費で昨年実施しておりました、農地耕作条件改善

事業工事がなくなったこと、１９節負担金補助及び交付金で、農業競争力特別対策事業補

助金が補正対応にしたことによるものです。

次に１４９ページ、５目畜産振興費に１７万９千円を計上。前年度対比１２万６千円の

増で、主な要因は１９節負担金補助及び交付金で、発電機導入助成金が新たに増えたこと

によるものです。

次に１５０ページ、６目農村活性化センター・公園管理費に１６６万７千円を計上。前

年度対比２６万２千円の減で、主な要因は、農村活性化センターが指定管理により、電気

料等が不用になったことによるものです。

次に１５１ページ、７目知内ダム管理費に２，０５６万２千円を計上。前年度対比１１

６万１千円の減で、主な要因は、１３節委託料で知内ダム濁水対策調査施設設置業務委託

料がなくなったことによるものです。

次に１５２ページ、２項林業費、１目林業総務費に８４万９千円を計上。前年度対比２

２万８千円の増で、主な要因は、１９節負担金補助及び交付金で、昨日も言いましたけれ

ども、知内町鳥獣被害防止対策協議会助成金が新たに増えたこと、昨日も言いました、国

の上乗せ分の不足分が見込まれる分を町単費とするものです。

次に１５３ページ、２目林業振興費に６９３万１千円を計上。前年度対比１，２２９万

４千円の減で、主な要因は、町民植樹祭等、地域材活用住宅助成金が補正対応にしたこと

によるものです。

次に１５４ページ、３目造林事業費に３，３６６万９千円を計上。前年度対比１７３万

８千円の減で、主な要因は１３節委託料で町有林整備事業が減となっております。

次に１５５ページ、４目水源林造成事業に１０万円を計上。前年度対比１万５千円の減

で、主な要因は、事務費が減となっております。

次に１５６ページ、５目治山事業費に１５万９千円を計上。前年度と内容は変わってお

りませんが、補修にかかる賃金と原材料費を需用費に修繕費として一本化しております。

次に１５７ページ、３項水産業費、１目水産業総務費に３３１万９千円を計上。前年度

対比３千円の増で、前年度と内容は大きく変わっておりません。
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次に１５８ページ、２目水産振興費に１，５４２万５千円を計上。前年度対比１億４６

０万２千円の減で、主な要因は、１９節負担金補助及び交付金で、水産種苗育成センター

解体事業助成金と水産種苗生産施設整備事業助成金がなくなったことによるものでありま

す。

次に１５９ページ、４項１目ものづくり産業振興費に８２万５千円を計上。前年度対比

１億１，２８１万５千円の減で、主な要因は、事業補助金が補正対応にしたことによるも

のです。

次に１６０ページ、５項地域産業担い手対策費、１目地域産業担い手対策事業費はあり

ませんが、すべて補正により対応することとしております。

次に１６１ページ、２目地域産業担い手センター施設管理費に１８６万２千円を計上。

前年度対比２２万６千円の減で、前年度の実績から清掃賃金、光熱水費が減となっており

ます。

次に１６２ページ、７款１項商工費、１目商工総務費に４２万１千円を計上。前年度対

比１１万３千円の増で、主な要因は、１１節需用費で消耗品と車検整備費が増えたことに

なっております。

次に１６３ページ、２目商工振興費に１，１６０万９千円を計上。前年度対比４２８万

１千円の減で、主な要因は、食のスポット土地、建物賃借料がなくなったことと、厨房機

器リース料がリース期間終了等で減になったことによるものです。

次に１６４ページ、３目観光費に１，６８０万７千円を計上。前年度対比１，４７０万

８千円の増で、主な要因は、４節共済費と７節賃金、９節旅費で、新たに地域おこし協力

隊を採用するための費用と１９節負担金補助及び交付金で、前年度２款総務費の地域創生

推進費で計上していました知内観光推進機構運営助成金を観光費に組み替えたための増と

なっております。

次に１６５ページ、４目公園管理費に２９１万７千円を計上。前年度対比４万２千円の

増で、前年度と大きく内容は変わっておりません。

次に１６６ページ、５目物産館管理費に１，５７０万円を計上。前年度対比９５万１千

円の増で、主な要因は、１１節需用費でさわやかトイレの修繕費が増、光熱水費も増えて

おります。それから、１３節委託料で管理業務委託料が増となっております。

次に１６７ページ、６目健康保養センター管理費に２，９８８万７千円を計上。前年度

対比６１４万７千円の減で、主な要因は、１３節委託料で温泉ポンプ保守点検委託料が隔

年計上としておりまして、今年度は点検がありませんので、その分が減となっております。

以上で、産業振興課関係の説明を終わります。よろしくお願い致します。

◎ 議 長（伊藤政博）

続いて、建設水道課長。

◎ 建設水道課長（佐藤和人）

建設水道課予算でございます。

１６８ページをご覧ください。８款土木費、１項土木管理費、１目土木総務費は２３万

９千円で、前年より１万４千円の減額であります。これは、９節旅費で６千円の増、１１

節需用費で２万円の減によるものであります。

続きまして、１６９ページをお開きください。２目下水道整備費は１億２，４６０万１

千円で、前年度より２２２万円の増額であります。これは、１９節負担金補助及び交付金

で浄化槽設置費補助金に、計画に基づき、５人槽３基、７人槽２基、１０人槽１基の補助

金として増額するものであります。
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１７０ページであります。２項道路橋梁費、１目道路橋梁総務費は２３５万９千円で、

前年度より１２万５千円の減額であります。主な要因と致しまして、１３節委託料、道路

台帳異動処理委託料で、異動量の減少に伴う２０万円の減額であります。

１７１ページをお開きください。２目道路維持費は６，３７８万８千円で、前年度より

８１万円の増額であります。これは、１１節需用費で除雪車の燃料費単価増を考慮し、６

８万５千円の増額、１５節工事請負費で３１万円の減額、１８節備品購入費でロータリー

除雪車用の無線機購入費用として１７万８千円の増額であります。また、今年度、平成３

１年度におきまして、１５節工事請負費に小学校及び高校側の児童及び生徒の通学時の道

路横断の安全確保のために、きらく３号線に歩道及び防止柵の設置費用として、３５０万

円を計上しております。工事箇所及び工事方法につきましては、説明資料ナンバー６、建

設水道課説明資料３ページをご参照願います。

１７２ページです。３目橋梁維持費で８３万１千円になります。前年度より２３万３千

円の減額であります。これは、１１節需用費で修繕費の減額であります。

１７３ページをお開きください。４目道路橋梁改良工事費は２，３１２万９千円で、前

年度より８，０８０万８千円の減額であります。これは、前年度で工事が完了致しました

ミヂの沢線、重内上雷線の１３節委託料、１５節工事請負費の減額が主な理由であります。

平成３１年度におきましては、１５節工事請負費で７月オープンのコープ知内店に隣接致

します工事延長９１．９６ｍ、道路幅員５．５ｍのきらく８号線の改良総工事費として２，

２３０万円を計上しております。工事箇所、工事方法につきましては、説明資料ナンバー

６、建設水道課資料２ページをご参照願います。

１７４ページをご覧ください。３項河川海岸費、１目河川総務費で４２２万３千円で、

前年度より２８７万８千円の減額であります。これは１２節役務費で山栗川の水質検査料

として１５万円の増額、１５節工事請負費で山栗川河道掘削工事が１号発電所入口まで終

了したことによる減額であります。今後、上流部につきましては、１１節需用費の維持費

修繕費で実施したいと考えております。

１７５ページをお開きください。４項住宅費、１目住宅管理費で１，０５４万６千円で、

前年度より２８５万１千円の減額であります。前年度まで計上しておりました７節賃金、

住宅維持補修賃金を需用費に統合したことによる減額、１３節委託料で湯ノ里団地地下タ

ンク液面計及び湯ノ里団地、あけぼの団地灯油メーター更新に伴う減額であります。３１

年度、１５節工事請負費で、あけぼの団地、すみれ団地、湯ノ里団地の共用部照明灯のＬ

ＥＤ化工事費として１２３灯分、６７０万円を計上しております。

続きまして、２０７ページになります。１１款災害復旧費、２項公共土木施設災害復旧

費、１目土木施設災害復旧費については、前年同額となっております。以上で建設水道課

関係の説明を終わらせていただきます。よろしくお願い致します。

◎ 議 長（伊藤政博）

続いて、学校教育課長。

◎ 学校教育課長（帰山亮一）

それでは、教育委員会関係の予算を説明をさせていただきます。

１７８ページをお開きください。１０款教育費、１項教育総務費、１目教育委員会費に

２４３万７千円を計上。前年比５２万７千円の増です。主な要因は、９節旅費で隔年で実

施しております教育委員の研修旅費の増ということで、３１年度の実施を予定しているた

めの増であります。

次に１７９ページ、２目事務局費に３，９０５万７千円を計上。前年比１，４２５万円
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の減です。主な要因は、１３節委託料で、ポリ塩化ビフェニール廃棄物、ＰＣＢの教育委

員会分の処理完了に伴う減、１，１５３万７千円。それから、今年度骨格予算ということ

で、前年まで当初で計上しておりました、高等学校の短期留学助成、２６０万円を補正予

算で計上、対応としたためでございます。

次に１８２ページです。３目学校給食センター費に７，９２１万５千円を計上。９０７

万６千円の増です。主な要因は、１１節需用費で給食費の無償化に伴う食材費として、１，

８８２万４千円の増、１３節委託料では、調理業務運転業務の委託料として１７１万７千

円の増となりますけれども、１５節工事請負費で食缶洗浄機更新工事の完了で９９５万８

千円の減となります。また、２１節貸付金では給食費の公会計化への移行に伴いまして、

これまで私会計でありました、給食センター会計の一時運用資金貸付金ということで計上

しておりました２００万円が減となるため、差引増となるものであります。なお、給食費

の無償化につきましては、予算説明資料の見出しナンバー７、教育委員会関係の４ページ、

学校給食支援事業の概要で説明させていただきます。給食費の無償化の目的でございます。

学校給食法に規定する、学校給食に要する経費、つまり給食費を軽減するということで保

護者の経済的負担の緩和を図ることを目的とするものでございます。軽減の対象につきま

しては、幼稚園、小・中学校に在学する園児、児童、生徒の保護者としまして、軽減額は

学校給食費の全額、施行時期は４月１日からとしております。無償化に伴いまして、関係

する条例、規定等の整備が必要となるわけですが、条例については議案１３号で説明した

通り、給食センター運営委員会の担うべき業務を整理しまして、規定・規則等で軽減対象

者、軽減額、監査業務の削除等を整理しております。次に給食会計の変更としまして、こ

れまで食材費、給食費は私会計の給食センター会計で処理しておりましたけれども、公会

計化への移行で、一般会計の変更となります。給食費の月額単価につきましては、平成３

０年度と同単価で設定しまして、歳出予算では給食材料費として１，８８２万４千円を計

上しておりますけれども、教職員が負担する給食費の収入ということで、３４１万４千円

を見込んでおります。なお、学校給食の無償化の状況としまして、完全無償化につきまし

ては、北海道では８．４％に当たります１５町村、１部無償化、１部助成の部分につきま

しては、北海道、全国ともに２４％の市町村で実施されておりますので、参考までに記載

しております。

予算書に戻っていただきます。１８４ページです。２項小学校費、１目学校管理費に５，

６８３万４千円を計上。前年比４０万円の減です。主な要因は、７節賃金で、特別支援教

育支援員の減、及び賃金単価改定によりまして、７６万８千円の減となります。１１節需

用費では光熱水費の増、除雪費等をまとめた環境整備費を計上しまして、合わせて１８９

万７千円の増になります。１２節役務費では、法定点検となりました小荷物専用昇降機、

給食用のエレベーターでありますが、これらの保守点検料ということで４５万６千円の増

になります。１３節委託料で、学校用務管理業務委託料ということで４９万３千円の増、

１８節備品購入費では、小学校タブレットパソコンの更新、涌元小学校の遊具更新の完了

によりまして、１８４万９千円の減になります。１９節負担金補助及び交付金では、知内

小学校の１０周年記念事業の終了で７０万円の減となるため、差引減となるものでござい

ます。

次に１８６ページです。２目教育振興費に６２０万５千円を計上。前年比１５４万円の

減で、主な要因は、２０節扶助費で給食費の無償化に伴いまして、要保護・準要保護児童

扶助費で見込んでおりました、給食費分の支給が不用となるため、減となるものでござい

ます。
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次に１８７ページです。３項中学校費、１目学校管理費に２，６６１万６千円を計上。

前年比５７６万３千円の減です。主な要因につきましては、４節共済費と７節賃金で今年

度、特別支援教育支援員の配置が中学校では必要なくなるということで、１６８万１千円

を減としております。１３節委託料では中学校のサッカー場維持補修工事の完了によりま

して、１３０万円の減、それから定期的に実施しております暖房機器の保守点検というこ

とで、今年度は中学校分５０万５千円が増になります。１８節備品購入費では、公務用パ

ソコンの機器更新の完了で３１３万２千円の減となり、差引減となるものでございます。

次に１８９ページです。２目教育振興費に５１５万８千円を計上。前年比１０２万９千

円の減となります。主な要因については、小学校と同じく２０節扶助費で、給食費の無償

化に伴いまして要保護・準要保護児童援助費で見込んでおりました、給食費の支給が不用

となることで、減となるものでございます。

次に１９０ページです。高等学校費、１目学校管理費に５，７８７万４千円を計上。前

年比２，０６９万２千円の減で、主な要因につきましては、１１節需用費で平成３０年度

の決算見込みから、修繕費、水道光熱費合わせまして１０７万３千円の増、１３節委託料

ではコンピュータ機器の更新の完了によりまして１，０４１万４千円の減、１５節工事請

負費で、昨年度予算計上しておりました教員住宅屋根葺替工事及び野球場、陸上競技場の

改修工事の完了によりまして、１，５５５万円の減になります。また１８節備品購入費で

は公用車購入費として３，７００万円の増となり、差引減となるものでございます。

次、１９２ページです。２目教育振興費に７０６万５千円を計上。前年比２４０万３千

円の減で、主な要因は、１８節備品購入費で、教材用及び部活動備品の減によるものでご

ざいます。

１９３ページです。５項幼稚園費、１目幼稚園管理費に１，０８６万９千円を計上。前

年比１，１３０万５千円の減です。主な要因は、１３節委託料で幼稚園整備工事基本計画

の完了等によりまして減となるものであります。。

１９５ページ。２目教育振興費に５２万３千円を計上。前年比５万円の減で、事業の内

容は、大きく変わるものではございません。

次、１９６ページをお開きください。６項社会教育費、１目社会教育総務費に１，４４

８万２千円を計上。前年比８２万１千円の増です。主な要因は、８節報償費、教育活動推

進委員謝金ということで、昨年当初では１校が２名体制の予算計上しておりましたが、今

年度より町内３小学校区の放課後子ども教室の推進員について、子どもの安全安心確保に

向けて２名体制になったことによるものであります。

次、１９８ページです。２目公民館費に２，３９０万１千円を計上。前年比２９８万４

千円の減で、主な要因については、１１節需用費では光熱水費、消耗品合わせまして１８

７万円の減、１５節工事請負費で、中央公民館鋼製建具改修工事完了に伴いまして、１８

０万の減、また備品購入費では管理用備品として、ふれあい工房ガス湯沸かし器と除雪機

購入代として６２万円の増となりますが、当初予算が骨格予算となることから全体として

は減となるものであります。

次に２００ページです。３目郷土資料館費に３５６万１千円を計上。前年比９千円の減

で、前年度と大きく変わるものではありません。

２０２ページです。４目青少年交流センター管理費に７５４万７千円を計上。前年比７

３万１千円の増で、主な要因は、１１節需用費で経年劣化を修繕費で１０万円の増、１２

節役務費のクリーニング代ではクリーニングの完了により、２０万５千円の減となります

が、１３節委託料では管理運営業務委託で５４万円の増、１８節備品購入費で管理用備品
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として洗濯機とロビー用のテレビ購入で１９万５千円の増、全体としては昨年より増とな

るものであります。

次に２０３ページです。５目文化交流センター費に２０４万円を計上。前年比６４万３

千円の減で、主な要因は、１１節需用費で光熱水費、消耗品、修繕費で昨年に比較して減

となるものであります。

次に２０４ページです。７項１目保健体育費に４，５４７万４千円を計上。前年比８５

５万１千円の減で、主な要因は、１１節需用費の修繕費で１１０万円の減、１３節委託料、

スキー場管理運営業務で１２０万の減、１８節備品購入費で２２０万円の減、１９節負担

金補助及び交付金では、文化・スポーツ合宿誘致補助金で３００万円の減に伴うもの、ま

た当初予算が骨格予算となることから、全体として減となるものであります。以上で教育

委員会関係の説明を終わらせていただきたいと思います。よろしくお願い致します。

◎ 議 長（伊藤政博）

歳出の説明が終わりましたので、次に歳入等の説明を求めます。

総務企画課長。

◎ 総務企画課長（小田島伸二）

歳入です。

１５ページをお開きください。１款町税、１項町民税、１目個人分に１億５，５７１万

４千円の計上でございます。前年度実績見込み額を考慮しての計上ですけれども、営業所

得、農業所得の若干の増を見込んでございます。

１６ページ、１款１項２目法人税に３，３７９万２千円の計上です。同じく前年度実績

見込による計上でございます。

１７ページ、２項１目固定資産税に４億８，０２７万６千円の計上でございます。償却

資産につきまして、メガソーラー発電に係る固定資産税は、本年７月からの運転開始が見

込まれてございまして、固定資産税は来年度からの課税となる見込みです。ただ、そのう

ち蓄電池の償却資産が一部昨年度から供用開始しておりまして、昨年度の６月に５，００

０万円の追加補正をしてございます。本年度、その分当初予算で計上したことによりまし

て、比較で３，７００万２千円の増となってございます。

１８ページです。１款２項２目国有資産等所在市町村交付金に５０９万８千円の計上で

す。本年度収入見込み額の計上でございます。

１９ページ、１款３項１目軽自動車税に１，３２５万７千円の計上でございます。登録

台数の実績によりまして、若干の減収を見込んでございます。

２０ページ、１款４項１目たばこ税に３，３６７万１千円の計上です。前年度実績を考

慮し、１２８万３千円の減収を見込んでございます。

２１ページ、５項１目入湯税に２２３万５千円の計上でございます。前年度実績を考慮

し、入湯客数の減少に伴う減収を見込んでございます。町税関係は以上です。なお、予算

説明資料見出し３の税務会計課資料に予算計上の内訳を記載してございます。

２２ページ、２款地方譲与税、１項1目地方揮発油譲与税に９７０万円の計上でござい

ます。前年度実績により若干の減を見込んでございます。

２３ページ、２款２項１目自動車重量譲与税に２，２００万円同額計上でございます。

２４ページ、３款１項１目利子割交付金に７０万円の計上でございます。前年度実績に

より若干の増を見込んでございます。

２５ページ、４款１項１目配当割交付金に１００万円の計上でございます。同じく前年

度実績により５０万円の増を見込んでございます。
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２６ページ、５款１項１目株式等譲渡所得割交付金に１００万円の計上でございます。

同じく前年度実績見込みにより７０万円の増を見込んでございます。

２７ページ、６款１項１目地方消費税交付金に９，６００万円の計上でございます。地

方消費税の税率が１０月１日から、現行の１．７％から２．２％へと引き上げとなること

が予定されてございまして、その分若干の増を見込んでございます。

２８ページ、７款１項１目自動車取得税交付金に８５０万円の計上でございます。収入

見込みにより前年度比４００万円増の８５０万円の計上をしてございます。

２９ページ、８款１項１目地方特例交付金に３００万円の計上でございます。平成３１

年度地方財政計画で消費税の引き上げに関連し、地方特例交付金の配分予算が大幅増とな

ってございますので、平成２９年度の決算額１３０万円を基礎に、本年度大幅増の３００

万円を計上してございます。

３０ページ、９款１項１目地方交付税に１７億９，５２２万４千円の計上でございます。

平成３１年度の事務事業に係る一般財源の計上でございます。前年度比１億１，０９１万

７千円の減となってございますけれども、今後各種の事務事業の追加補正の時にその財源

として、追加の補正を見込んでございます。

３１ページ、１０款１項１目交通安全対策特別交付金、１千円の計上でございます。

３２ページ、１１款分担金及び負担金、１項分担金、１目総務費分担金に２２万７千円

の計上でございます。同額の計上です。

３３ページ、１１款２項負担金、１目総務費負担金に１８４万円の計上でございます。

知内地方環境監視センターの負担金で、木古内町、福島町の負担分でございます。

３４ページ、１１款２項２目民生費負担金に７８５万３千円の計上です。学童保育保護

者負担金及び養護老人ホーム施設入所者負担金は、前年度同額計上ですけれども、保育料

負担金は学校給食無償化との均衡上、保育に係る食事の無償化に向け、保育料に含まれて

いた給食費の軽減分として、２７９万６千円の減となってございます。

３５ページ、１１款２項３目農林水産業費負担金に７６３万７千円の計上でございます。

議案第１１号、国営土地改良事業負担金の徴収条例に基づく負担金として、今年度新たに

計上しているものでございます。

３６ページ、１２款使用料及び手数料、１項使用料、１目総務使用料に２０万円の計上

でございます。前年度同様の計上でございます。

３７ページ、２目民生使用料に２２１万円の計上でございます。本年度の収入見込みと

して計上してございます。

３８ページ、３目農林水産業使用料に２８９万１千円の計上でございます。収入見込み

による計上でございます。

３９ページ、商工使用料に６０万円の同額計上でございます。墓地使用料１５万円×４

区画分でございます。

４０ページ、土木使用料に４，８２９万３千円の計上でございます。公営住宅使用料に

ついて、空家が増加してございます。２４９万６千円の減を見込んでございます。

４１ページ、教育使用料に１，６７０万３千円の計上でございます。高等学校入学検定

料からプール使用料まで、それぞれ本年度収入見込みの計上をしてございますけれども、

幼稚園保育料につきましては、消費税率の引き上げに伴い１０月から無償化が予定されて

いるために、減額となってございます。

４２ページ、衛生使用料に３万円の計上でございます。合同納骨塚使用料の収入見込み

による計上でございます。
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４３ページ、１２款２項手数料、１目総務手数料に１７２万５千円の計上でございます。

戸籍関係と本年度収入見込み額の計上でございます。

４４ページ、衛生手数料に６１７万３千円の計上でございます。清掃手数料から狂犬病

予防注射済票交付手数料まで、収入見込みによる計上でございます。

４５ページ、３目農林水産業手数料、５千円同額計上でございます。

４６ページ、１３款国庫支出金、１項国庫負担金、１目民生費国庫負担金に１億２，９

６７万２千円の計上でございます。子どものための教育・保育給付費国庫負担金から介護

保険低所得者保険料軽減国庫負担金まで、本年度収入見込み額の計上です。なお、障害者

介護給付訓練費等給付負担金が対前年度５５０万円、子どものための教育・保育給付費国

庫負担金が、３８５万３千円の増となってございます。

４７ページ、１３款２項国庫補助金、１目土木費国庫補助金に７１万３千円の計上でご

ざいます。浄化槽設置整備国庫補助金の計上でございます。

４８ページ、２目教育費国庫補助金に１４万５千円、同額の計上でございます。

４９ページ、３目民生費国庫補助金に２００万１千円の計上でございます。それぞれ収

入見込みによる計上でございます。

５０ページ、４目総務費国庫補助金に４６１万６千円の計上でございます。社会保障・

税番号制度自治体中間サーバー国庫補助金１６１万６千円が純増となってございます。

５１ページ、５目地方創生交付金、皆減となってございます。

５２ページ、６目農林水産業費国庫補助金、前年度の浜の活力再生交付金分が皆減とな

ってございます。

５３ページ、１３款３項委託金、１目総務費委託金６９３万円の計上でございます。参

議院議員通常選挙分の増でございます。

５４ページ、２目民生費委託金に１３８万３千円の計上です。前年同様の計上でござい

ます。

５５ページ、１４款道支出金、１項道負担金、１目民生費道負担金に８，７９６万８千

円の計上でございます。増減の主な理由は、障害者等福祉費道負担金が対前年度比較で、

２７５万円の増、国民健康保険の保険基盤安定制度負担金が４５７万１千円の減となって

おり、差引の減となってございます。

５６ページ、１４款２項道補助金、１目総務費道補助金に４，４０４万２千円の計上で

ございます。北海道地域づくり総合交付金分が増となってございます。

５７ページ、２目民生費道補助金に１，０６１万円の計上でございます。内容は、社会

福祉費道補助金から妊産婦安心出産支援事業道補助金まで、それぞれ本年度事業にかかる

収入見込みによる計上でございます。

５８ページ、３目農林水産業費道補助金に４，３９２万２千円の計上でございます。農

地耕作条件改善事業補助金２，０６４万円の減、多面的機能支払交付金事業補助金が４６

５万３千円の減となってございます。

５９ページ、４目教育費道補助金に１３１万２千円の計上でございます。放課後子供教

室推進事業道補助金が６６万７千円の増となってございます。

６０ページ、５目衛生費道補助金に４万８千円の計上でございます。収入見込みによる

計上です。

６１ページ、６目電源立地地域対策交付金に２５０万円の計上でございます。前年同様

の計上です。

６２ページ、７目商工費道補助金に１５万６千円、同額の計上です。
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６３ページ、３項委託金、１目総務費委託金に１，２８２万８千円の計上でございます。

北海道知事選挙に係る選挙委託金の増でございます。

６４ページ、２目農林水産業費委託金に８万円の計上、前年同様の計上でございます。

６５ページ、商工費委託金６９万円の計上です。駐車公園トイレ維持管理委託金で前年

同様の計上でございます。

６６ページ、４目土木費委託金に１４４万３千円の計上です。樋門樋管管理委託で前年

同様の計上でございます。

６７ページ、１５款財産収入、１項財産運用収入、１目財産貸付収入に１，９０２万４

千円の計上でございます。前年同様の計上でございます。

６８ページ、２目利子及び配当金に１８４万９千円の計上でございます。財政調整基金

から公共施設等整備基金まで、それぞれ利子の見込額の計上でございます。

６９ページ、２項１目財産売払収入に１，３５５万９千円の計上です。町有林売払収入

の本年度の収入見込額による計上でございます。

７０ページ、１６款１項寄附金に３千万円の計上でございます。平成３０年度分の決算

見込みが、現在４，８００万円となってございます。必要に応じて途中で追加補正で対応

するということにしてございます。

７１ページ、１７款繰入金、１項特別会計繰入金、１目特別会計繰入金に４千円同額の

計上でございます。

７２ページ、１７款２項基金繰入金、１目積立金繰入金に３億４，０１４万７千円の計

上でございます。内容は、教育振興基金繰入金から地域振興事業基金繰入金まで、それぞ

れ本年度の歳出に対応する財源として、繰入金を計上してございます。

７３ページ、１８款１項１目繰越金に１千万円、同額の計上でございます。

７４ページ、１項延滞金加算金及び過料、１目延滞金に８万円、同額計上でございます。

７５ページ、２目加算金１千円、同額の計上でございます。

７６ページ、１目預金利子に５千円、同額計上でございます。

７７ページ、１９款３項貸付金元利収入、１目民生貸付金元利収入に５０万円、母子会

運営資金返還金として同額計上でございます。

７８ページ、１９款３項２目学校給食センター貸付金元金収入でございます。給食費無

償化に伴い、私会計から町の一般会計でのセットしたために廃止してございます。

７９ページ、３目奨学資金貸付金８００万円の計上です。収入見込み額による計上でご

ざいます。

８０ページ、４項受託事業収入、１目総務費受託事業収入に５２８万円の計上です。簡

易郵便局との事務の受託収入でございます。

８１ページ、２目民生費受託事業収入に、７６万５千円の計上です。後期高齢者医療広

域連合からの受託収入見込み額の計上でございます。

８２ページ、土木費受託事業収入、平成３０年度に計上してございました、町道ミヂの

沢線付替工事にかかる鉄道運輸建設機構からの受託事業収入の皆減でございます。

８３ページ、５項１目雑入に１，６９２万２千円の計上でございます。雑入から農業者

年金業務手数料まで、それぞれ本年度収入見込み額による計上でございます。

８４ページ、２目診療所収入に１，０２３万１千円の計上でございます。湯の里診療所

診療収入の見込みによる計上でございます。

８５ページ、３目給食費収入に３８７万円の計上です。給食費の無償化に伴いまして、

教職員等の給食費収入を新設してございます。
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８６ページ、２０款1項町債、１目臨時財政対策債に８，８１０万円の計上でございま

す。地方財政計画に基づきまして、本年度の見込額を計上してございます。

８７ページ、２目土木債、皆減でございます。町道重内上雷線改良舗装工事分の減でご

ざいます。

８８ページ、教育債、学校給食センター食缶洗浄機更新工事他分の減でございます。

８９ページ、消防債に４８０万円の計上で、Ｊアラート機器更新事業分の減となってご

ざいます。

９０ページ、民生債、９２０万円の計上です。子ども医療費拡大助成事業、これは過疎

ソフト分の見込み計上でございます。

９１ページ、農業債、４億１，１７０万円の計上で、国営土地改良事業分、これは過疎

対策事業債でございます。それの増となってございます。

９２ページ、労働債、昨年度新規高卒者雇用奨励事業過疎ソフト分だったんですけれど

も、その分が皆減となってございます。

９３ページ、林業債では８６０万円の計上で、町有林整備事業債の計上でございます。

９４ページ、９目総務債に１，８００万円の計上です。コープさっぽろに対する買い物

利便性向上対策事業の助成の財源と致しまして、過疎ソフトを充当するものでございます。

９５ページ、水産業債では昨年度の水産種苗生産施設整備事業分の減でございます。

次に第２表、債務負担行為のご説明を致します。１１ページです。第２表、債務負担行

為と致しまして、記載の通り国営総合かんがい排水事業知内地区地元負担金償還金を来年

度から、平成４５年度までに渡り、将来の債務を負担する限度額として３億７，６０９万

７千円と設定するものでございます。

次に１２ページ、第３表、地方債です。臨時財政対策債から国営土地改良事業債まで、

歳入の町債でご説明を致しました、起債借入額合計５億４，０４０万円の限度額を設定す

るものでございます。起債の方法、利率、償還の方法につきましては、昨年同様であり、

説明を省略致します。説明は以上です。よろしくお願い致します。

◎ 議 長（伊藤政博）

これで一般会計の説明は終わりました。

ここで、昼食の為、暫時、休憩致します。

再開は、午後１時００分と致します。

（ 休憩 午前１１時５５分 ）

（ 再開 午後 １時００分 ）

◎ 議 長（伊藤政博）

休憩を取り消し、会議を再開致します。

● 議案第１５号 平成３１年度知内町国民健康保険事業特別会計予算について

◎ 議 長（伊藤政博）

次に日程第９、議案第１５号、『平成３１年度知内町国民健康保険事業特別会計予算に

ついて』説明を求めます。

生活福祉課長。

◎ 生活福祉課長（田中志津夫）

議案第１５号、平成３１年度知内町国民健康保険事業特別会計予算について。
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平成３１年度知内町国民健康保険事業特別会計予算は、次に定めるところによる。

歳入歳出予算でございます。第１条、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ６億５，

４１２万円と定める。

２と致しまして、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳

入歳出予算」による。

一時借入金でございます。第２条、地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時

借入金の借入の最高額は、４千万と定める。

歳入予算の流用でございます。第３条、地方自治法第２２０条第２項ただし書の規定に

より、歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

（１）と致しまして、保険給付費の各項で計上された予算額に過不足が生じた場合にお

ける款内でのこれらの経費の各項の間の流用。

歳出からご説明致します。２２ページをお開きください。

１款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費に４３１万２千円の計上。前年度対比６

３万円の増額で、主な要因は、１３節委託料で国保標準システム保守委託で４８万４千円

の増、及び１８節備品購入費で医療系システム端末及びシステムプリンタ等の購入費、４

６万１千円の増によるものでございます。

２３ページです。２目国民健康保険団体連合会負担金に４１７万２千円の計上。前年度

対比２２万１千円の増額で、主な要因は、都道府県化に伴う北海道クラウド負担金の増に

よるものでございます。

次に２４ページ、２項徴税費、１目賦課徴収費に６８０万３千円の計上。前年度対比４

３１万６千円の増額で、主な要因は、１３節委託料で国保税の総合行政システム改修に伴

う、委託料の増によるものでございます。

２５ページです。３項１目運営協議会費に４３万９千円の計上。前年度対比１万３千円

の減で、内容は前年度と大きく変わるものではございません。

２６ページです。２款保険給付費、１項療養諸費、１目一般被保険者療養給付費に４億

６００万円の計上。前年度対比１，６００万円の増で、主な要因は、一般被保険者の医療

給付見込み額の増によるものでございます。

２７ページです。２目退職被保険者療養給付費に２００万円の計上。前年度対比１，６

００万円の減で、主な要因は、退職被保険者分の医療給付費見込みの減によるものでござ

います。

２８ページ、３目一般被保険者療養費及び、２９ページ、４目退職被保険者療養費まで、

前年度同額ですので、説明を省略させていただきます。

次に３０ページです。５目審査支払手数料に１００万円の計上、前年度対比７万２千円

の増で、内容については、前年度と大きく変わるものではございません。

次に３１ページ、２項高額療養費、１目一般被保険者高額療養費に５，１５０万円の計

上。前年度対比１５０万円の増額で、主な要因は一般被保険者数の高額療養費の見込み額

の増によるものでございます。

３２ページです。２目退職被保険者高額療養費に１００万円の計上。前年度対比１５０

万円の減額で、主な要因は退職被保険者分の高額療養費、見込み額の減によるものでござ

います。

３３ページ、３目一般被保険者等高額介護合算療養費から、３６ページ、３項移送費、

２目退職被保険者移送費まで、前年度同額でありますので、説明を省略させていただきま

す。
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次に３７ページ、４項助産諸費、１目出産時一時金に８４万円の計上。前年度対比１２

６万円の減で、主な要因は、出産時一時金、対象者の減によるものでございます。

次に３８ページ、２目審査支払手数料に１千円の計上。前年度対比１千円の減で、内容

については、前年度と大きく変わるものではございません。

次に３９ページ、５項葬祭諸費、１目葬祭費に４５万円の計上。前年度対比と同額とな

っております。

次に４０ページ、３款国民健康保険事業費納付金、１項医療費給付費分、１目一般被保

険者医療給付費分に１億１，４８８万８千円の計上。前年度対比４０２万２千円の増で、

主な要因は、北海道から納付金として配分された、一般被保険者の医療給付費の増額とな

っております。

次に４１ページ、２目退職被保険者等医療給付費に７万５千円の計上。前年度対比２２

２万円の減で、主な要因は、退職被保険者等医療給付費の減となっております。

４２ページです。２項後期高齢者支援金等分、１目一般被保険者後期高齢者支援金等分

に３，１９２万１千円の計上。前年度対比８２万１千円の減で、主な要因は、一般被保険

者後期高齢者支援金等分の減額となっております。

４３ページ、２目退職被保険者等後期高齢者支援金等分に２万３千円の計上。前年度対

比６８万２千円の減で、主な要因は、退職被保険者等の後期高齢者支援金等分の減額とな

っております。

次に４４ページ、３項１目介護納付金分に１，２０５万４千円の計上。前年度対比７４

万６千円の減で、主な要因は、介護納付金の減となっております。

４５ページ、４款１項１目共同事業拠出金に１千円の計上。前年度と同額になってござ

います。

次に４６ページ、５款保健事業費、１項１目特定健康診査等事業費に４８７万４千円の

計上。前年度対比１２４万２千円の増で、主な要因は、１３節委託料で健康管理システム

改修に伴う委託料の増によるものでございます。

次に４７ページ、２項１目保険事業費に３８３万３千円の計上。前年度対比１９６万１

千円の増で、主な要因は、１３節委託料で健康管理に係る総合行政システムの改修に伴い、

委託料の増によるものでございます。

４８ページ、６款１項１目基金積立金から、５０ページ、８款諸支出金、１項償還金、

１目一般被保険者保険税還付金まで、前年度同額でありますので、説明を省略させていた

だきます。

次に５１ページになります。２目退職被保険者保険税還付金に１８万５千円の計上。前

年度対比１万５千円の減で、内容については、前年度と大きく変わるものではございませ

ん。

次に５２ページ。３目償還金に５千円の計上。前年度同額になってございます。

次に５３ページ、９款１項１目予備費に２２９万円の計上。前年度対比１，５９１万６

千円の減となっております。

続きまして、歳入をご説明致します。６ページをお開きください。１款１項国民健康保

険税、１目一般被保険者国民健康保険税に１億３，９６３万８千円の計上。前年度対比５

９３万円の増で、主な要因は、医療給付費分現年課税分から介護納付金分、滞納繰越分ま

で、本年度の収入見込みによるものでございます。

次に７ページ、２目退職被保険者国民健康保険税２８万３千円の計上。前年度対比４２

２万５千円の減で、退職被保険者数の減に伴う、本年度の収入見込みによるものでござい
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ます。

８ページ、２款使用料及び手数料、１項手数料、１目督促手数料に３万円の計上で、前

年度対比５万円の減で、過去の実績により減額するものでございます。

次に９ページ、３款道支出金、１項道負担金、１目保険給付費等交付金に４億７，４８

４万８千円を計上。前年度対比３６２万１千円の減で、主な要因は、医療給付費の減に伴

い、それぞれの交付金が減額となるものでございます。

次に１０ページです。４款財産収入、１項財産運用収入、１目利子及び配当金に１千円

を計上。前年度同額となってございます。

次に１１ページ、５款繰入金、１項１目一般会計繰入金に３，８８３万３千円の計上。

前年度対比７３０万４千円の減で、主な要因は、１節保険基盤安定繰入金（保険料軽減分）

で国保保険料軽減対象者の減によるものでございます。

次に１２ページ、２項１目基金繰入金及び１３ページ、６款１項１目繰越金まで、前年

度同額でありますので、説明を省略させていただきます。

次に１４ページです。７款諸収入、１項延滞金加算金及び過料、２目一般被保険者延滞

金に１６万円の計上。前年度対比７万円の増で、一般被保険者分の延滞金見込みによるも

のでございます。

次に１５ページ、３目退職被保険者延滞金に１万円の計上。前年度対比１万円の減で、

前年度と大きく変わるものではございません。

次に１６ページです。２項１目預金利子から、２１ページ、３項５目雑入まで前年度同

額でありますので、説明を省略させていただきます。

以上で説明を終わらせていただきます。よろしくお願い致します。

● 議案第１６号 平成３１年度知内町後期高齢者医療特別会計予算について

◎ 議 長（伊藤政博）

次に日程第１０、議案第１６号、『平成３１年度知内町後期高齢者医療特別会計予算に

ついて』説明を求めます。

生活福祉課長。

◎ 生活福祉課長（田中志津夫）

議案第１６号、平成３１年度知内町後期高齢者医療特別会計予算について。

平成３１年度知内町後期高齢者医療特別会計予算は、次に定めるところによる。

歳入歳出予算でございます。第１条、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ７，４

４７万３千円と定める。

２と致しまして、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳

入歳出予算」による。

歳出よりご説明致します。１２ページをお開きください。

１款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費に７３８万７千円の計上。前年度対比４

６９万６千円の増額で、主な要因は、１３節委託料で後期高齢者総合行政システム改修に

伴う、委託料４６７万１千円の増によるものでございます。

次に１３ページです。２項１目徴収費に２５万８千円の計上。前年度対比１万６千円の

減で、内容については、前年度と大きく変わるものではございません。

次に１４ページです。２款１項１目後期高齢者医療広域連合納付金に６，６８２万４千
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円の計上。前年度対比１３８万５千円の増額で、主な要因は、事務費負担金から保険基盤

安定分まで、納付金の増によるものでございます。

次に１５ページ、３款諸支出金、１目償還金及び還付加算金、１目保険料還付金から１

７ページ、４款１項１目予備費まで、前年度同額でありますので、説明を省略させていた

だきます。

歳入に戻りまして、５ページをお開きください。１款１項１目後期高齢者医療保険料に

４，２４３万５千円の計上。前年度対比３１１万８千円の増で、主な要因は、後期高齢者

医療保険料の現年度分及び過年度分の収入見込額の増によるものでございます。

次に６ページ、２款使用料及び手数料、１項１目督促手数料に５千円の計上。前年度同

額となっております。

７ページ、３款繰入金、１項１目一般会計繰入金に３，２０２万８千円の計上。前年度

対比２９４万７千円の増額で、主な要因は、後期高齢広域連合への納付金の増に伴い、事

務費繰入金及び保険基盤安定繰入金の増によるものでございます。

次に８ページ、４款１項１目繰越金から、１１ページ、５款諸収入、２項２目雑入まで、

前年度同額でありますので、説明を省略させていただきます。以上で説明を終わらせてい

ただきます。よろしくお願い致します。

● 議案第１７号 平成３１年度知内町介護保険特別会計予算について

◎ 議 長（伊藤政博）

次に日程第１１、議案第１７号、『平成３１年度知内町介護保険特別会計予算について』

説明を求めます。

生活福祉課長。

◎ 生活福祉課長（田中志津夫）

議案第１７号、平成３１年度知内町介護保険特別会計予算について。

平成３１年度知内町介護保険特別会計予算は、次に定めるところによる。

歳入歳出予算でございます。第１条、歳入歳出予算の総額は、保険事業勘定歳入歳出そ

れぞれ４億９，３３３万１千円。介護サービス事業勘定、歳入歳出それぞれ１５４万８千

円と定める。

２と致しまして、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入

歳出予算」による。

一時借入金でございます。第２条、地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時

借入金の借入の最高額は、保険事業勘定３千万円と定める。

歳出予算の流用でございます。第３条、地方自治法第２２０条第２項ただし書の規定に

より歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

（１）と致しまして、保険給付費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合におけ

る同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。

歳出よりご説明致します。３２ページをお開きください。１款総務費、１項総務管理費、

１目一般管理費に３７８万６千円の計上。前年度対比８６万７千円の減で、主な要因は、

１３節委託料で、平成３０年度の介護システム改修事業完了により、１８１万８千円の減。

平成３１年度の消費税対応分及び番号制度の対応に伴う、システム改修による１１１万円

の増による差額による要因となってございます。
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次に３３ページ、２項徴収費、１目賦課徴収費に１０万３千円の計上。前年度同額とな

ってございます。

次に３４ページ、３項１目介護認定審査会費に３８０万９千円の計上。前年度対比２４

万８千円の増で、西部四町で構成されている認定審査会共同設置負担金の増によるもので

ございます。

次に３５ページ、２目認定審査会費に３４５万６千円の計上。前年度対比１１８万５千

円の増で、主な要因は、１２節役務費と１３節委託料で、医師意見書作成手数料及び要介

護認定審査委託料件数の増により、それぞれ増額となってございます。

次に３６ページ、４項運営協議会費、１目介護保険運営協議会費に８万６千円の計上。

前年度同額となってございます。

次に３７ページ、２款１項保険給付費、１目介護サービス等給付費に４億１，００１万

３千円の計上。前年度対比６５２万３千円の増で、介護サービス費等の給付見込みの額の

増によるものでございます。

次に３８ページ、２項１目高額介護サービス等給付費に１，０２０万円の計上。前年度

対比７０万円の増で、高額介護サービス費等の給付見込の増によるものでございます。

次に３９ページ、２目高額合算介護サービス給付費及び、４０ページの３項その他諸費、

１目審査支払手数料では、前年度同額でありますので、説明を省略させていただきます。

次に４１ページです。３款１項基金積立金、１目介護保険事業基金積立金に１千円の計

上。前年度対比で１３６万８千円の減で、基金積立金の減によるものでございます。

次に４２ページ、４款地域支援事業費、１項１目介護予防・生活支援サービス事業費に

２，８９０万１千円の計上。前年度対比３０万６千円の増で、主な要因は、１８節備品購

入費でクライアントパソコン端末購入による増となってございます。

次に４３ページ、２目介護予防ケアマネジメント事業費に１５１万円の計上。前年度対

比２３万９千円の増ですが、内容については、前年度と大きく変わるものではございませ

ん。

次に４４ページ、２項１目一般介護予防事業費に３６４万６千円の計上。前年度対比６

万９千円の減で、内容については前年度と大きく変わるものではございません。

次に４５ページ、３項包括的支援事業費・任意事業費、１目包括的支援事業費に１，０

２６万１千円の計上。前年度対比８７万３千円の増で、主な要因は、１３節委託料で総合

行政システム改修に伴う委託料の増でございます。

次に４６ページ、２目任意事業費に１１６万９千円の計上、前年度と同額となってござ

います。

次に４７ページ、３目生活支援体制整備事業費に１，２６９万２千円の計上。前年度対

比１万７千円の増で、内容については、前年度と大きく変わるものではございません。

次に４８ページ、４目認知症総合支援事業費に６６万円の計上。前年度対比６２万５千

円の増で、主な要因は、１１節需用費で認知症ケアパス作成に係る費用の分として増額と

なってございます。

次に４９ページ、５目在宅医療介護連携推進事業費に７１万５千円の計上。前年度対比

８万円の減で、内容については、前年度と大きく変わるものではございません。

次に、５款諸支出金、１項償還金及び還付加算金、１目第１号被保険者保険料還付金か

ら５３ページ、２項繰出金、１目一般会計繰出金まで、前年度と同額でありますので、説

明を省略させていただきます。

次に、歳入に戻りまして、５ページをお開きください。１款保険料、１項介護保険料、
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１目第１号被保険者保険料に９，５００万２千円の計上。前年度対比３５３万７千円の減

で、主な要因は、現年度分の保険料で被保険者数の減少に伴い、保険料の減となるもので

ございます。

次に６ページ、２款使用料及び手数料、１項手数料、１目督促手数料に１万円の計上。

前年度同額となってございます。

次に７ページです。３款国庫支出金、１項国庫負担金、１目介護給付費負担金に７，１

６７万１千円の計上。前年度対比１３８万９千円の増で、介護給付サービス費の増による

ものでございます。

次に８ページ、２項国庫補助金、１目調整交付金に２，７４６万２千円の計上。前年度

対比４６万９千円の増で、介護給付サービス費の増によるものでございます。

次に９ページです。２目地域支援事業（介護予防事業）交付金に５７１万円の計上。前

年度対比２７万３千円の増で、介護予防事業費の増によるものでございます。

次に１０ページです。３目地域支援事業（包括的支援事業・任意事業）交付金に９２１

万９千円の計上。前年度対比２４７万１千円の増で、事業費の増、及び補助金、補助対象

となる経費の一部が拡充されたことに伴い、交付金の増となるものでございます。

次に１１ページです。４目介護保険事業補助金に５５万５千円の計上。前年度比３５万

４千円の減で、平成３０年度の介護保険システム改修の完了により、９０万９千円の減と

なりますけれども、平成３０年度で実施する介護保険システム改修に係る、事業経費とし

て５５万円との差額によるものでございます。

次に１２ページです。５目保険者機能強化推進交付金に５８万４千円の計上です。前年

度対比５８万４千円の増で、この科目につきましては、平成３０年度の年度途中から新設

された補助金でありまして、高齢者の自立支援、重度化予防、介護予防等の地域支援事業

に対する交付金によるものでございます。

次に１３ページ、４款１項支払基金交付金、１目介護給付費交付金に１億１，４０７万

８千円の計上。前年度比１９４万９千円の増で、第２号被保険者に対する介護給付サービ

ス費の増によるものでございます。

１４ページ、２目地域支援事業交付金に６１６万６千円の計上。前年度対比２９万４千

円の増で、地域支援事業の介護予防事業費の増によるものでございます。

次に１５ページ、５款道支出金、１項道負担金、１目介護給付費負担金に６，５６４万

４千円の計上。前年度対比９５万７千円の増で、介護給付サービス費の増によるものでご

ざいます。

次に１６ページ、２項道補助金、１目地域支援事業（介護予防事業）交付金に２８５万

４千円の計上。前年度対比１３万６千円の増で、介護予防事業費の増によるものでござい

ます。

次に１７ページ、２目地域支援事業（包括的支援事業・任意事業）交付金に４６０万９

千円の計上。前年度対比１２３万５千円の増で、包括的支援事業費・任意事業費の増によ

るものでございます。

次に１８ページ、６款繰入金、１項一般会計繰入金、１目介護給付費繰入金に５，３５

５万８千円の計上。前年度対比１６４万７千円の増で、介護給付サービス費の増によるも

のでございます。

次に１９ページ、２目地域支援事業（介護予防事業）交付金に２９２万６千円の計上。

前年度対比２０万７千円の増で、介護予防事業費の増によるものでございます。

次に２０ページ、３目地域支援事業（包括的支援事業・任意事業）交付金に４４０万６
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千円の計上。前年度対比１０３万４千円の増で、包括的支援事業費・任意事業費の増によ

るものでございます。

４目その他一般会計繰入金に２，０７０万６千円の計上。前年度対比５８６万５千円の

減で、低所得者に対する保険料軽減分の繰入金の増により、事務費の繰入金が減少するも

のでございます。

次に２２ページ、５目低所得者保険料軽減繰入金に４８０万円の計上。前年度対比３６

２万８千円の増で、低所得者の保険料軽減対象者が増となるものでございます。

２３ページ、２項基金繰入金、１目介護保険事業基金繰入金に１８１万６千円の計上。

前年度対比１８１万５千円の増で、介護給付サービス費及び地域支援事業費等の増に伴い、

基金から繰入をするものでございます。

次に２４ページ、３項１目介護サービス事業勘定繰入金から、３１ページ、８款３項３

目雑入まで、前年度と同額でありますので、省略をさせていただきます。

続きまして、介護サービス事業勘定の説明に移らせていただきます。歳出よりご説明致

します。

５９ページをお開きください。１款諸支出金、１項繰出金、１目保険事業勘定繰出金に

１５４万８千円の計上。前年度と同額となってございます。

続きまして、歳入の説明をさせていただきます。５８ページになります。１款サービス

収入、１項予防給付費収入、１目居宅支援サービス計画費収入に１５４万８千円の計上。

前年度と同額となってございます。以上で説明を終わらせていただきます。よろしくお願

い致します。

● 議案第１８号 平成３１年度知内町公共下水道事業特別会計予算について

◎ 議 長（伊藤政博）

次に日程第１２、議案第１８号、『平成３１年度知内町公共下水道事業特別会計予算に

ついて』説明を求めます。

建設水道課長

◎ 建設水道課長（佐藤和人）

議案第１８号、平成３１年度知内町公共下水道事業特別会計予算について。

平成３１年度知内町公共下水道事業特別会計予算は、次に定めるところによる。

歳入歳出予算であります。第１条、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ１億３，

６２８万８千円と定める。

２と致しまして、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分毎の金額は、「第１表歳入歳

出予算」による。

歳出よりご説明致しますので、１２ページをお開きください。

１款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費は１，１２０万４千円で、前年度より４

万円の増額でございます。主なものと致しまして、減額は１９節負担金補助及び交付金で、

前年度より１０万６千円の減額です。増額部分では、４節共済費で３万７千円の増額であ

ります。

１３ページをお開きください。２目施設維持費は５，７９２万５千円で、前年度より１，

１１８万２千円の減額であります。主なものと致しまして、１１節需用費で、前年度より

小破改良費で４０万円の増額、１３節委託料で、４３９万２千円の減額です。これは前年
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度に全体計画事業、計画変更業務完了に伴う減額であります。増額につきましては、クリ

ーンセンターマンホールポンプ維持管理委託料で、ポンプの設置、汚泥脱水分機の分解点

検による増額によるもので、２３８万円の増額です。また、パソコンのシステム変更に伴

う台帳システム移行業務料で７６万円の増額です。

１４ページをご覧ください。２款公債費、１項公債費、１目元金は５，５１６万３千円

で、前年度より１２７万６千円の減額です。これは２３節償還金利子及び割引料は、元金

返済に伴う減額であります。

１５ページをお開きください。２目利子は１，１９９万６千円で、前年度より１００万

９千円の減額で、２３節償還金利子及び割引料の償還利子の減額であります。

続きまして、歳出をご説明致しますので、５ページをお開きください。１款使用料及び

手数料、１項使用料、１目下水道使用料は３，７００万円で、前年度より７０万円の増額

であります。

６ページをお開きください。２項手数料、１目手数料は５６万円で、前年より１８万円

の増額です。これは、汚泥の増加量に伴うものであります。

７ページをご覧ください。２款国庫支出金、１項国庫補助金、１目下水道補助金は予算

の計上がございません。

８ページをお開きください。３款繰入金、１項一般会計繰入金、１目一般会計繰入金は

９，８７２万６千円で、前年より１３０万７千円の減額であります。

続きまして、９ページ、１０ページでありますが、９ページ、４款繰入金、１項繰入金、

１目繰入金及び、１０ページ、５款諸収入、１項雑収入は共に１千円で前年度と同じであ

りますので、説明を省略させていただきます。

続きまして、１１ページであります。６款町債、１項町債、１目下水道事業債は計上が

ありません。以上で説明を終わらせていただきます。よろしくお願い致します。

● 議案第１９号 平成３１年度知内町農業集落排水施設整備事業特別会計予算につ

いて

◎ 議 長（伊藤政博）

次に日程第１３、議案第１９号、『平成３１年度知内町農業集落排水施設整備事業特別

会計予算について』説明を求めます。

建設水道課長

◎ 建設水道課長（佐藤和人）

議案第１９号、平成３１年度知内町農業集落排水施設整備事業特別会計予算について。

平成３１年度知内町農業集落排水施設整備事業特別会計予算は、次に定めるところによ

る。

歳入歳出予算であります。第１条、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ２，１４

１万３千円と定める。

２としまして、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳

出予算」による。

歳出よりご説明致しますので、１１ページをお開きください。１款総務費、１項総務管

理費、１目一般管理費は２６万１千円で、前年度より３万円の増額であります。これは、

９節旅費の増額となります。
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１２ページをお開きください。２目施設維持費は１，００６万１千円で、前年度より３

４９万円の減額になります。主な要因と致しましては、１３節委託料で前年度実施いたし

ました機能診断・最適整備構想策定業務委託が終了したものによるものです。池の方で溶

けきれないペーパーの処分料等で、平成１３年度まで公共下水道に含めておりました、産

廃処分費として処分料の５万円を計上しております。

１３ページになります。２款公債費、１項公債費、１目元金は９３０万８千円で、前年

度より５千円の減額になります。

１４ページをお開きください。２目利子、１７８万３千円で、前年より１４万１千円の

減額になります。

続きまして、歳入を説明致しますので、５ページをお開きください。１款使用料及び手

数料、１項使用料、１目下水道使用料は２７５万円で、前年より実績により５万円の増額

となります。これは、湯ノ里ＦＤセンター従業員の増加によるものと思われます。

６ページをお開きください。２項手数料、１目手数料は１万円で前年同額になります。

７ページになります。２款繰入金、１項一般会計繰入金、１目一般会計繰入金は１，８

６５万１千円で、前年より１３４万４千円の増額となります。

続きまして、８ページをご覧ください。３款繰越金、１項繰越金、１目繰越金は前年度

同様１千円になります。

９ページ、４款諸収入、１項雑収入、２目雑入も１千円で前年同額になります。

１０ページをお開きください。５款国庫支出金、１項国庫補助金、１目国庫補助金につ

いては予算計上がありません。以上で説明を終わらせていただきます。よろしくお願い致

します。

● 議案第２０号 平成３１年度知内町水道事業会計予算について

◎ 議 長（伊藤政博）

次に日程第１４、議案第２０号、『平成３１年度知内町水道事業会計予算について』説

明を求めます。

建設水道課長。

◎ 建設水道課長（佐藤和人）

議案第２０号、平成３１年度知内町水道事業会計について。

第１条、総則であります。平成３１年度知内町水道会計の予算は、次に定めるところに

よる。

第２条、業務量の予定であります。業務量の予定量は次のとおりとする。（１）給水戸

数２，１３３戸。（２）年間総給水量８５３，０００㎥。（３）１日の平均給水量２，３３

７㎥。（４）主な建設改良事業、浄水施設改良費２，０１０万。営業設備費１，０７４万

８千円。消火栓設備費４９５万円です。

収益的収入及び支出であります。第３条、収益的収入及び支出の予定額は、次に定める。

（収入）でございます。１款水道事業収益、１項営業収益、１億２，１１７万６千円。

２項営業外収益１，９７８万６千円、３項特別利益２千円であります。合計１億４，０９

６万４千円であります。

２ページをお開きください。支出でございます。１款水道事業費用、１項営業費用、１

億３，１４０万１千円。２項営業外費用５０９万円。３項特別損失２千円、４項予備費１
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００万円、合計１億３，７４９万３千円です。

資本的収入及び支出。（第４条）、資本的収入及び支出の予定額は、次のとおり定める。

（資本的収入が資本的支出に対し、不足する額３，８１９万３千円は、当年度分消費税及

び地方消費税資本的収支調整額２７７万円、減債基金７９６万７千円、過年度損益勘定留

保資金２，７４４万７千円で補塡するものとする。）

収入であります。１款資本的収入、１項他会計補助金６３万１千円、２項工事負担金４

９５万円、計５５８万１千円。

支出でございます。１款資本的支出、１項建設改良費３，５７９万８千円、２項企業債

償還金７９７万６千円、合計４，３７７万４千円です。

議会の議決を経なければ流用できない経費であります。第５条、次に掲げる経費につい

ては、その経費の金額をそれ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費をその経費

の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。（１）職員給与費３，１８

５万７千円です。

他会計からの補助金。第６条、営業助成のため、一般会計からこの会計へ補助を受ける

金額は１４４万８千円である。

棚卸資産購入限度額。第７条、棚卸資産の購入限度額は、１千万円と定める。

予算内容を平成３１年度水道会計予算実施計画内訳書でご説明致しますので、５ページ

をお開きください。始めに、収益的収入についてご説明致します。１款水道事業収益が合

計で１億４，０９６万４千円であります。前年度より７６万９千円の減額となっておりま

す。主の要因と致しましては、２項営業外収益、３目長期前受金戻入、２節工事負担金で

７６万円の減額となっております。

収益的支出であります。７ページをお開きください。１款水道事業費用が全体合計で、

１億３，７４９万３千円であります。前年度より１５５万１千円の減額であります。主の

要因と致しまして、１項営業費用、１目原水及び浄水で、２，７３３万２千円で、前年よ

り１３０万４千円の増額。４節委託料で７０万１千円の増額。これは、電気系装類保守点

検で点検項目増加によるものです。７節修繕費で６７万円の増額。これは、実績によるも

のです。２目配水及び給水費で、１，０４２万１千円です。前年度より５６万円の減額と

なっております。主な要因と致しまして、８節委託料で漏水経年劣化調査箇所増加に伴い、

調査費４７万円の増額。９節賃借料で漏水監視ユニットを維持管理委託業務に取り込んだ

ことによる６０万の減額。１０節修繕費の５０万円の減額であります。

３目総係費です。３，２１６万６千円で、前年度に比べ３２万１千円減額となります。

主な要因と致しましては、１８節保険料で１０５万８千円の減額であります。これは、損

害保険料が平成２６年に保険を使用し、修繕していることにより、高騰していた保険料が、

元の保険料に戻った減額によるものです。４目減価償却費が５，９４３万４千円でありま

す。前年度より１２万１千円の増額となります。５目資産減耗費が２０５万７千円で前年

より８５万１千円の減額です。１節固定資産除却費でが８５万１千円の減額です。

１０ページをお開きください。２項営業外費用が５０９万円で、前年に比べて１２４万

４千円の減額です。これは、１目支払利息、１節企業債利息が２４万４千円の減額。３目

消費税、１節消費税が１００万円の減額です。

１１ページであります。１款資本的収入、合計が５５８万１千円で、前年より１２万４

千円の増額です。これは、１項他会計補助金、１目他会計補助金で６６万円の減額。２項

工事請負金、１目工事負担金、消火栓の更新負担金で８０万１千円の増額です。

続きまして、１２ページになります。１款資本的支出が、合計で４，３７７万４千円で、
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１，１４３万２千円の減額であります。これは、１項建設改良費、１目浄水施設改良費で

元町浄水場電気計装設備更新工事で、１３６万円の増額。工事箇所につきましては、説明

資料、見出しナンバー６、建設課水道会計資料４ページをご参照ください。また、平成３

０年度にスキー場下の元町配水管更新工事が終了したことにより、２目配水設備費が１，

２８５万円の減額です。

４目消火栓設備、８０万１千円増額になります。実施箇所につきましては、説明資料５

ページをご参照願います。２項企業償還金が７９７万６千円で、前年より１１６万６千円

の減額です。

続きまして、１３ページ、知内町水道事業予定キャッシュフロー計算書であります。１

業務活動によるキャッシュフローは、当純利益から支払利息等までの合計でプラス４，４

２９万円となります。２としまして、投資活動によるキャッシュフローは、建設改良費か

らその投資等活動までの合計で、マイナス２，７４４万７千円となります。

１４ページをお開きください。３財務活動によるキャッシュフローは、企業債でマイナ

ス７９７万５千円でございます。１の業務活動、２の投資活動、３の財務活動のキャッシ

ュフロー合計をした結果、資本金増額が８８６万７千円となり、資本金期末残高見込が３

億８，４６５万７千円となります。なお、１５ページ以降については、説明を省略させて

いただきますので、よろしくお願い致します。

◎ 議 長（伊藤政博）

以上で、一括議題の１１議案の提案説明が終わりました。

お諮り致します。只今議題の１１議案について、議長を除く議員全員による予算審査特

別委員会を設置し、地方自治法第９８条第１項の規定による検査権を付与の上、これに付

託して、審査終了まで審議することと致したいが、この取扱いにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声多数）

異議なしと認めます。したがって、議長を除く議員全員による予算審査特別委員会に付

託の上、審査することに決定致しました。

ここで、暫時休憩致します。

◎ 議 長（伊藤政博）

休憩を取消し、会議を再開します。

休憩中に平成３１年度予算審査特別委員会の正副委員長が決定しておりますので、議長

からそのことについて報告します。

委員長に吉田峰一君、副委員長に松井盛泰君、以上のとおり選任することとし、委員会

の構成は、そのように決定致しました。

● 散会宣言

◎ 議 長（伊藤政博）

以上で、本日の日程は全部終了致しました。

本日はこれにて散会致します。

（ 閉会 午後１時５８分 ）


